
　消費増税関連法案を含む社会保障と税の一体改革
関連法案の審議が５月８日から始まった。社会保障
と税の一体改革に関する関連７法案は衆院の特別委
員会で審議される。野田佳彦首相は消費増税につい
て「今国会での法案成立に政治生命をかける」と意
欲を示す。だが、政権交代のマニフェストに反する
という批判が民主党の一部や野党に根強く６月２１日
の会期末までに成立する見通しはたっていない。
　また、国会以外でも一体改革に関連して審議会等
での議論が進んでいる。番号制度導入に向けた医療
分野個別法や総合合算制度については議論が開始。
「歳入庁」に関しては徴収体制の３案が示され、急性
期医療に関しては「登録制」が提案されるなど、そ
の議論の行方から目が離せない状況だ。

一体改一体改革革
一体改革特別委を設置／衆院
　衆院は４月２６日の本会議で、消費税率引き上げ法
案など一体改革に関する法案を審議する「社会保障
と税の一体改革に関する特別委員会」の設置を賛成
多数で可決した。本会議終了後に開かれた同特別委
では、中野寛成氏（民主）を委員長に選出。理事に
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今月の主な動き

※太字は一般参加の行事、詳細は後掲４０～４４ページ
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※「ルームＡ、Ｂ、Ｃ」、「応接室」及び「アミス」は京都府保険医協会事務所内の会議室の名称です。

場　　所開始時間行　　　事

ホテルグランヴィア京都午後１時第６５回定期総会７月２９日土

今
後
の
予
定

場　　所開始時間行　　　事
ルームＡ午後２時保険審査通信検討委員会１日金

午後２時各部会５日火
登録会館ホール午後２時９条の会アピールを支持する京都医療人の会第６回総会

９日土
ルームＡ・Ｂ・Ｃ午後５時３０分専門医会長との懇談会
ルームＡ午後２時定例理事会１２日火
ルームＢ午後２時医院・住宅新（改）築相談室 １３日水
ルームＢ午後２時雇用管理相談室１４日木
国立京都国際会館アネックスホール午後１時３０分第３９回医療研究全国集会in京都１５日金
京都大学内ほか午前９時３０分第３９回医療研究全国集会in京都

１６日土
ル・クラブ・ジャズ午後６時ジャズを楽しむ会
国立京都国際会館アネックスホール午前９時３０分第３９回医療研究全国集会in京都１７日日
ルームＡ午後２時定例理事会１９日火
ルームＡ午後２時金融共済委員会２０日水
ルームＣ午後１時ファイナンシャル相談室

２１日木 ルームＡ午後２時保険講習会Ａ
応接室午後２時法律相談室
アミス午後２時経営相談室２７日水
ルームＡ午後３時「栄養管理体制」実施に係る学習会３０日土

6
月
の
保
険
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協
会
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事
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定



は、武正公一氏、鉢呂吉雄氏、古本伸一郎氏、松本
大輔氏、和田隆志氏（以上、民主）、逢沢一郎氏、伊
吹文明氏（以上、自民）、西博義氏（公明）の８人の
起用を決めた。（４/２７MEDIFAXより）
●特別委員会で審議する一体改革関連７法案
　①社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本
的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する
等の法律案②社会保障の安定財源の確保等を図る税
制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交
付税法の一部を改正する法律案③公的年金制度の財
政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金
法等の一部を改正する法律案④被用者年金制度の一
元化等を図るための厚生年金保険法の一部を改正す
る法律案⑤子ども・子育て支援法案⑥総合こども園
法案⑦子ども・子育て支援法及び総合こども園法の
施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
●社会保障と税の一体改革に関する特別委員会
　委員（敬称略）
　＜委員長＞中野寛成（民主）＜理事＞武正公一・
鉢呂吉雄・古本伸一郎・松本大輔・和田隆志（民主）、
逢沢一郎・伊吹文明（自民）、西博義（公明）＜委員
＞石井登志郎・稲富修二・江端貴子・小川淳也・岡
田康裕・岸本周平・篠原孝・白石洋一・田嶋要・田
中美絵子・田村謙治・永江孝子・長尾敬・早川久美
子・藤田憲彦・三村和也・宮島大典・室井秀子・湯
原俊二・柚木道義・渡部恒三（民主）、石田真敏・加
藤勝信・金子一義・鴨下一郎・田村憲久・竹下亘・
野田毅・馳浩・町村信孝（自民）、竹内譲（公明）、
宮本岳志（共産）、豊田潤多郎（きづな）、中島隆利
（社民）、山内康一（みんな）、中島正純（国民）

一体改革関連法案が審議入り
　消費増税関連法案を含む社会保障と税の一体改革
関連法案が５月８日、衆院本会議で審議入りした。
　関連７法案のうち、５月８日は短時間労働者への
社会保険適用拡大など年金制度改革関連２法案を議
題とし、民主党の長妻昭元厚生労働相や自民党の大
島理森副総裁らが質問に立った。５月１０日に子ども・
子育て支援関連３法案、５月１１日に消費税を２０１４年
４月に８％、１５年１０月に１０％に引き上げる消費増税
関連２法案をそれぞれ審議する。
　衆院特別委員会による実質審議は５月１６日に始ま
る予定で、７法案の審議時間は１００時間程度が目安に
なるとみられる。（５/９MEDIFAXより）

総合合総合合算算
総合合算制度の議論開始／社保審
　厚生労働省の社会保障審議会（会長＝大森彌・東
京大名誉教授）は４月２５日、社会保障・税一体改革
の中で低所得者の負担軽減策として導入する「総合
合算制度」について議論を開始した。小宮山洋子厚
生労働相は冒頭の挨拶で「今後、社保審を中心に総
合合算制度の検討を進めていく」との方針を示した。
　総合合算制度は、医療保険や介護保険、自立支援
法、子育て新システムといった個々の社会保障制度
の枠組みを超えて世帯ごとに自己負担金を集計し、
一定の上限を設けることで過度な負担を発生させな
いようにする考え方。一体改革を通じて所得が低い
人ほど負担割合が高まる「逆進性」の問題が浮上す
るため、その対策の一環で同制度の創設を検討する。
実施時期は２０１５年以降とされており、制度実施の前
提条件として「社会保障・税に関わる番号制度」な
どの情報連携基盤を整備する必要がある。そのため
厚労省は、１５年度以降に関連予算で４０００億円を計上
する方針だ。
　厚労省が想定している総合合算制度は、例えば医
療保険、介護保険、自立支援法、子育て新システム
などに伴う自己負担について、各制度に共通した年
率ベースの「上限負担率」を設けるというもの。た
だ、実際は各制度ごとに自己負担率の考え方が異な
っているほか、自己負担率の区分設定もまちまち。
さらに、各制度が独自の低所得者対策をすでに実施
している。そのため、総合合算制度導入の際は負担
の在り方などについて統一的な共通見解を取りまと
めるところから始めなければならない。
（４/２６MEDIFAXより）

急性急性期期
「認定」やめて「登録」を提案も平行線／厚
労省・急性期ＷＧ
　厚生労働省は４月２０日の「急性期医療に関する作
業グループ（ＷＧ）」（座長＝田中滋・慶應大経営大
学院教授）に、これまで提案していた急性期病床群
（仮称）の「認定制度」に代えて、病棟単位での医療
機能の「登録制度」を提案した。ただ、新しい提案
についても賛否が分かれ、議論は平行線となった。
●急性期に限定せず
　厚労省の新しい提案は、医療機関が自主的に一般

京都保険医新聞

第１５５号４

２０１２年（平成２４年）５月２5日　毎月５日・ 20日・ 25日発行 （昭和２６年３月５日第３種郵便物認可）　第２８２２号



病床の医療機能を選択し、都道府県に登録すること
で、各医療機関に自らの機能の確認を促す仕組み。
登録する医療機能は「急性期」に限定しない。
　新たな提案に対して、中川俊男構成員（日本医師
会副会長）は「言葉は変わっても内容は変わってい
ない。『登録』も厳しい制度。医療法でかっちり決め
るべきではない」と強く反対した。
　一方、保険者側は「地域の医療ニーズを把握し、
必要な医療機能を位置付けることができる」として
登録制度に賛同し、高智英太郎構成員（健保連理事）
は「（制度を）しっかりと法律で位置付けるべき」と
述べた。
　西澤寛俊構成員（全日本病院協会長）は、登録制
度の創設や医療法への位置付けで意見が割れている
のは、現状認識などにズレがあるためではないかと
し、「現状と将来像の共通認識を持つべき」と指摘し
た。
　厚労省が新たに提案した登録制度は、これまでの
急性期病床群の認定制度に関する議論の中で▽急性
期のみを位置付けることで急性期以外が軽視される
▽医療の全体像について必要な機能分化を検討すべ
き▽「認定」は厳しい仕組み▽法制度化することに
より硬直的になる―といった懸念を踏まえて修正し
たもので、登録する医療機能や基準は今後、検討を
進めていく。
　厚労省によると、「認定」は定められた要件・基準
に基づいて都道府県が“お墨付き”を与える制度で、
決定には都道府県の裁量が認められる。「登録」は定
められた要件・基準を満たしている場合、都道府県
は登録を拒めない。
　これに対し高智構成員と花井圭子構成員（連合総
合政策局長）は「都道府県の関与が弱くなる」と懸
念を示したが、厚労省は「要件・基準に適合してい
るかどうかの判断は都道府県によるので、関与はで
きる」と答えた。（４/２３MEDIFAXより）

適用拡適用拡大大
適用拡大法案の提出手順に問題意識／社保
審・医療保険部会
　厚生労働省の社会保障審議会・医療保険部会（部
会長＝遠藤久夫・学習院大教授）は４月１８日、短時
間労働者への社会保険適用拡大に伴う医療保険者財
政の激変緩和策や、審査支払機関の在り方を議論し
た。短時間労働者への社会保険適用拡大をめぐって

は、医療保険部会での審議前に激変緩和策を盛り込
んだ法案が今国会へ提出されたことに問題意識を示
す声が相次いだ。
　短時間労働者への社会保険適用拡大などを盛り込
んだ「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の
強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律
案」では、適用拡大に伴い低賃金の加入者が増え財
政負担が大きくなる医療保険者を考慮し、保険者間
で財政調整する激変緩和の特例措置も講じる。政府
は３月３０日に同法案を閣議決定し、国会に提出済み
だが、医療保険部会で特例措置について議論するの
は初めて。厚労省保険局保険課の西辻浩課長は「本
来であれば法案提出前に紹介し、義論いただいた上
で決定するということが理想ではあったが、事後の
報告になったことについておわび申し上げたい」と
した。
　白川修二委員（健保連専務理事）は、今回のよう
な法案提出の流れが再び起こらないようクギを刺し
た上で「私どもとしては理解できないような特例措
置をなぜ提案するかということについて、非常に不
満で強く抗議したい」と強調。齊藤正憲委員（経団
連社会保障委員会医療改革部会長）も、十分な審議
を経ずに財政調整の枠組みが固まったと問題意識を
示した。一方、菅家功委員（連合副事務局長）は、
同法案によって本来あるべき短時間労働者の社会保
険加入の姿に一歩近づいたとの認識を示し「当分の
間、激変緩和措置を講じることについても十分、理
解できる」と述べた。
　鈴木邦彦委員（日本医師会常任理事）は、人口減
少社会の中で労働力確保の必要性が高まっていくと
し、長期的な視点で財政調整を行いながら適用拡大
を実現していく必要があるとの認識を示した。
●審査支払機関の議論開始
　この日の同部会では、衆院決算行政監視委員会の
指摘を踏まえて審査支払機関の在り方に関する議論
を開始した。同委員会は２０１１年１２月に、社会保険診
療報酬支払基金と国保連のレセプト審査事務につい
て「統合に向けた検討を速やかに進めるべき」との
決議を採択しており、６カ月以内の報告を求めてい
る。
　厚労省はこの日の同部会に、審査支払機関の統合
に関する主な論点を提示。▽審査の判断基準に差異
が生じないようにする取り組み▽審査支払機関が担
っている紛争処理の役割は、複数組織による競争の
枠組みと一本化した組織と、どちらがより適当か─
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などを提起。▽統合によるコスト削減、審査の質の
向上▽現在の審査の適正化・効率化、コスト削減な
どの取り組みとの関係をどのように考えるか▽競争
環境の整備という視点をどのように進めるか―など
も挙げた。（４/１９MEDIFAXより）

番号制番号制度度
番号制度導入に向けて医療分野個別法の議論
開始／厚労省
　厚生労働省は４月１２日、「社会保障分野サブワーキ
ンググループ」と「医療機関等における個人情報保
護のあり方に関する検討会」を合同で開催し、社会
保障・税番号制度に対応する医療分野の個別法に関
する議論を開始した。今後、月２回のペースで会合
を開き、２０１２年夏までをめどに基本的な考え方を取
りまとめる。会合の議事進行は同検討会座長の樋口
範雄・東京大大学院教授が務める。
　社会保障・税番号制度の導入に向けて、いわゆる
「マイナンバー法案」が今国会に提出されているが、
医療分野はこの法案の対象となっていない。ただ、
社会保障・税番号大綱で機微性の高い医療情報の取
り扱いは個別の法律で整備するとの方向性が示さ
れ、厚労省は医療分野に関する個別法案を１３年の通
常国会に提出することを目指している。
　厚労省は会合に、今後の議論に向けて▽医療など
の分野の個別法の必要性▽個別法の法的枠組み▽効
率的で安全な情報の取得と利活用を可能にする法
的・技術的仕組み▽罰則の在り方、医療サービス提
供側の免責▽個別法の位置付け、適用範囲・履行確
保―の５項目からなる論点を提示した。
　会合では複数の委員が、番号制度を通じて医療情
報の利活用が活発化することの重要性を指摘する一
方、個人情報保護の必要性を強調する意見が出され
た。「マイナンバー法案」と「医療分野の個別法」と
の関係を明確にするべきとの意見もあった。石川広
己委員（日本医師会常任理事）は「番号制度は国民
の同意が必要。実践の段階で何度も検証を行う必要
がある」と指摘した。福井トシ子委員（日本看護協
会常任理事）も「議論と並行して国民から広く意見
を募らなければ、制度と国民の理解がずれていって
しまう」と述べ、番号制度の前提として国民の理解
を得る必要性を強調した。（４/１３MEDIFAXより）

患者情報の保護が議論の前提／厚労省・医療
分野個別法合同会合
　厚生労働省の「社会保障分野サブワーキンググル
ープ」と「医療機関等における個人情報保護のあり
方に関する検討会」は４月２６日、社会保障・税番号
制度に対応する医療分野の個別法を議論する２回目
の合同会合を開き、個別法の必要性や法的枠組みに
ついて意見交換した。医療情報には、医療サービス
提供側と患者側の双方に権利と義務があることをあ
らためて確認し、その上で患者情報の保護をどのよ
うに担保するか議論すべきとの方向性が示された。
個別法の必要性については、特に異論は出なかった。
　山口育子構成員（ささえあい医療人権センターＣ
ＯＭＬ理事長）は医療情報に関する医療者側の責務
について、▽患者情報を正しく取得する▽適切に情
報提供する▽情報漏えいを防止する―などを指摘。
一方、患者側にも▽病状・病歴を正確に、医療者に
伝える▽医療者の説明を理解するよう努力する▽医
療機関が公表する個人情報の利用目的を理解して自
己申告する―などの責務があると説明した。さらに、
医療情報に対する意識には個人差もあるとしたほ
か、患者の主張・要求がそのまま権利にならないこ
とについて理解を得る必要性も指摘した。
　石川広己構成員（日本医師会常任理事）は「医療
情報の問題を前に進めないとＩＴの利用ができな
い。情報保護を前面に出した上で、利活用を考えて
いくべき」と述べ、議論を促した。これを受け、金
子郁容・社会保障分野サブワーキンググループ座長
（慶応大大学院政策・メディア研究科教授）は「情報
の保護は前提。その上で、保護をどのように担保し
ていくかが重要」との考えを示した。このほか複数
の構成員から、「患者が自己の情報を保護（秘匿）さ
れる権利、自己の情報の開示・訂正・削除を請求す
る権利の確保」について議論を深めるべきとの指摘
があった。（４/２７MEDIFAXより）

歳入歳入庁庁
歳入庁発足「マイナンバー導入と同時」／民
主ＷＴが中間報告
　税と社会保険料を一体的に徴収することを目的に
創設が検討されている「歳入庁」について、民主党・
社会保障と税の一体改革調査会の歳入庁ワーキング
チーム（大塚耕平座長、ＷＴ）は４月１１日、制度設
計に関する中間報告の原案をまとめ、同ＷＴで提示
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した。歳入庁の発足時期は、社会保障・税の共通番
号（マイナンバー）の制度開始（２０１５年１月以降）
に合わせるのが望ましいとの見解を示した。
　組織は国税庁を母体とし「独立組織」「財務省外局」
「内閣府外局」に位置付ける３案を提示。当面は国税
庁の業務と日本年金機構の徴収業務に加え、地方税
などの滞納分の徴収、情報の集約に取り組む。将来
的な検討課題として▽情報の集約範囲をどの程度拡
大するか▽直接業務の範囲をどこまで広げるか（介
護保険料や雇用保険料などの位置付け）▽間接業務
として健保組合、国保組合の保険料徴収をどのよう
に扱うか―などを提起した。また、中長期的な検討
課題として、社会保険料を「社会保険税」の呼称に
改める案も盛り込んだ。
　ＷＴはこの日の議論で原案をおおむね了承した。
今後、一体改革調査会に諮り、党政策調査会役員会
に示す見通し。大塚座長は「最終報告は今国会中で
まとめたい」と述べた。（４/１２MEDIFAXより）

「歳入庁」徴収体制、３案提示も具体性欠く
／政府・中間報告
　政府は４月２７日、社会保障と税の一体改革に関す
る関係５大臣会合を開き、税と社会保険料を徴収す
る組織体制の中間報告をまとめた。組織のイメージ
として▽国税庁、日本年金機構などの徴収業務を統
合する「徴収業務統合型」▽給付業務も含めた全業
務を統合する「全業務統合型」▽各執行機関の連携
を強化し、組織再編を行わない「連携強化型」の３
案を提示したが、民主党がまとめた中間報告とは異
なり、発足時期などで具体的な方向性は示さなかっ
た。
　一体改革大綱で「歳入庁の創設による、税と社会
保険料を徴収する体制の構築について直ちに本格的
な作業に着手する」と記されたことなどを受け、政
府は５大臣会合の下に、藤田一枝厚生労働政務官ら
をメンバーとする作業チームを設置し、２月から新
たな徴収体制の在り方を検討してきた。
　３案のうち「徴収業務統合型」は徴収業務の範囲
に応じて実施組織を統合させるもので、日本年金機
構の徴収業務を国税庁に加えて両者を統合させる民
主党案に最も近い内容。「全業務統合型」は給付や申
請などの全業務を統合させ、人員などのコスト削減
を図る。「連携強化型」は各執行機関の連携強化によ
って歳入庁のような新たな組織をつくらず、組織再
編に伴うコストも発生させないことなどを狙う。た

だ、「導入は社会保障・税の共通番号（マイナンバ
ー）の制度開始（２０１５年１月）に合わせることが望
ましい」とした民主党案と異なり、具体的な発足時
期は盛り込まなかった。また、各類型のコストに関
する試算も示さなかった。（５/１MEDIFAXより）

歳入庁構想、政府中間報告に苦言／民主党ＷＴ
　民主党社会保障と税の一体改革調査会の歳入庁ワ
ーキングチーム（大塚耕平座長、ＷＴ）は５月８日、
税金と社会保険料を一元的に徴収する「歳入庁」構
想に関する政府の検討状況を聞き取った。政府の中
間報告で新たな組織形態の設置時期が明記されなか
ったことや、歳入庁の創設を見送る案が盛り込まれ
たことについて、出席議員から創設に対する政府の
“本気度”を問う意見が出た。（５/９MEDIFAXより）

自立支自立支援援
自立支援法改正案が衆院通過
　衆院厚生労働委員会は４月１８日、障害者自立支援
法改正案を民主、自民、公明の賛成多数で修正可決
した。
　修正の主な内容は▽「障害程度区分」を「障害支
援区分」に改め、区分認定が知的障害者と精神障害
者の特性に応じて適性に行われる措置を講じる▽政
府が法律の施行後３年をめどに検討する項目に、障
害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方、障害
福祉サービスの利用の観点などによる成年後見制度
の利用促進、精神障害者および高齢の障害者に対す
る支援の在り方を加える―など。
　付帯決議も賛成多数で可決した。▽障害福祉計画
の策定に当たっては、中長期的なビジョンを持ちつ
つ、障害者の地域生活に対する総合的な支援が計画
的に行われるよう配慮する▽難病患者に対する医
療、保健、研究、福祉、就労などの総合的な支援施
策について、法整備も含めて検討し確立する▽精神
障害者の地域生活を支えるため、住まいの場の整備、
医療、福祉を包括したサービスの在り方、精神障害
者やその家族が行う相談の在り方などの支援施策に
ついて早急に検討する―などを盛り込んだ。
　同法案は４月２６日の衆院本会議で賛成多数で可決
された。（４/１９・２７MEDIFAXより）
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中医中医協協
消費税１０％時点も「非課税」／厚労省が説明、
診療側「驚いている」
　厚生労働省大臣官房の唐澤剛審議官は４月１１日の
中医協総会（会長＝森田朗・学習院大法学部教授）
で、控除対象外消費税問題について「８％、１０％ま
では高額な投資（への対応）と、診療報酬制度で対
応するというのが政府全体の決定」と述べ、消費税
を８％へ引き上げる段階だけではなく、１０％の段階
でも非課税を維持し診療報酬で補填する現行の仕組
みを踏襲する考えを示した。診療側の西澤寛俊委員
（全日本病院協会長）は「１０％に上がるときは、課税
を含めて議論すると実は捉えていた。今の説明に驚
いている。持ち帰って検討させてもらいたい」と述
べた。
　消費税率をめぐっては、政府が２０１４年４月から
８％へ、１５年１０月から１０％へ段階的に引き上げる方
針を決めている。２月１７日に閣議決定した「社会保
障・税一体改革大綱」では、社会保険診療に関わる
消費税について「今回の改正に当たっては、諸外国
でも非課税であることや課税化した場合の患者の自
己負担の問題などを踏まえ、非課税の取り扱いとす
る」とした。
　大綱で示している「今回の改正」とは８％段階だ
けを指すのか、１０％段階まで含むのか─。四病院団
体協議会は、１２年１月にまとめた意見書の中で「今
回の改正」がどの時点までを指しているのか明確で
はないと指摘していた。ただ、社会保険診療報酬の
原則課税を求めている医療関係者の間では、８％段
階での非課税は決まってしまったが、１０％の段階で
は課税化も含めた議論の余地があるとの認識でほぼ
一致していた。
　この日の中医協総会では前回に続き、消費増税を
見据え１４年度改定前の早い段階に新たな分科会を設
置し、診療報酬での対応などを検討する厚労省の提
案について議論した。厚労省が示したスケジュール
案は、１３年度前半に８％引き上げ時の対応を整理す
るとなっていたことから、鈴木邦彦委員（日本医師
会常任理事）は「１０％については、いつどこで議論
するのか。さらに１０％を超えた場合、われわれとし
ては課税も含めた抜本的な見直しを要望している
が、それはどこで議論するのか」と質問した。
　唐澤審議官は、８％の段階と１０％の段階では対応
の枠組みが基本的に同じであると説明。「高額な設備

投資に対応する部分と、診療報酬で手当てする部分
がある。枠組みは同じだが、２回手当てをする」と
述べた。
　総会では、１４年度改定に向けて早い段階から議論
に取り掛かる必要がある▽医療技術（薬剤、材料を
含む）評価での費用対効果導入▽長期収載品の薬価
の在り方▽基本診療料の在り方▽診療報酬での消費
税の取り扱い―の４項目について、検討を行う場や
スケジュールなどの概要を固めた。
（４/１２MEDIFAXより）

「費用対効果」で専門部会設置へ／１４年度試行
導入へ中医協
　中医協は４月２５日の総会で、新たに「費用対効果
評価専門部会」を設置し、２０１４年度診療報酬改定で
試行的導入を目指す費用対効果の評価について検討
を進めることを決めた。１２年度に導入の在り方や評
価手法の技術的な課題などを議論し、１３年度には、
１４年度改定での試行的導入に向けた論点や課題など
を検討していく。
　厚生労働省が示した費用対効果の評価に関する当
面（１２年度）の検討課題案は▽医療保険制度での費
用対効果評価導入の在り方に関する検討▽評価手法
に関する技術的な検討▽１４年度改定での試行的評価
の導入に向けた対象技術に関する検討―など。
（４/２６MEDIFAXより）

コスト調査、実施意義で見解割れる／中医協・
基本問題小委が再開
　中医協は４月２５日、２００９年１２月以来約２年半ぶり
に診療報酬基本問題小委員会（小委員長＝森田朗・
学習院大法学部教授）を開き、基本診療料の在り方
に関する検討を開始した。初回の議論となったこの
日は、コスト調査を行う意義をめぐり、疑問視する
支払い側と、必要性を主張する診療側がそれぞれの
見解を表明した。
　厚生労働省がこの日の会合に示した「検討の視点」
では、基本診療料によって提供される医療サービス
の内容や、基本診療料の水準と提供される医療サー
ビスにかかるコストとの関係をどう考えるか、など
を挙げた。
　西澤寛俊委員（全日本病院協会長）は、基本診療
料に関してこれまで必ずしも根拠に基づく改定が行
われてきたわけではないとの見方を示し「今後、ぜ
ひ根拠に基づく改定が行えるような方向に持ってい
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きたい」と小委での議論に期待感を示した。
　一方、支払い側の白川修二委員（健保連専務理事）
は、コスト調査の実施をめぐり「目的がはっきりし
ない。手段も相当、難しそう。場合によっては診療
報酬体系を全部変えなければいけないような話にな
る」と必要性を疑問視。「それぞれの診療報酬項目に
ついてコストを分析するという案については全く反
対」と主張した。
　西澤委員は「支払い側としての気持ちはよく分か
るが、根拠に基づくと言いながら、本当に根拠に基
づきながらやってきたのか」と指摘。基本診療料の
構成を明らかにした上で議論を進める必要性を強調
した。「入院基本料とはどういう経費なのかと聞かれ
ても、われわれはなかなか答えられない。患者に答
えるためには、どのようなものが入っているのか、
ということも必要ではないか」とも述べた。
　鈴木邦彦委員（日本医師会常任理事）は、１０年度
改定で診療所の再診料を引き下げた経緯の検証など
を行う必要性を指摘した上で「コストだけではなく、
地域医療を守るという観点からの評価の在り方もぜ
ひ検証してもらいたい」とした。
　次回会合は６月上旬に開催する予定で、引き続き
検討を進めていく。小委では、１４年度の次期診療報
酬改定に反映可能と考えられる検討事項の整理を１２
年度前半に行う予定で、その他の事項については１４
年度改定後、引き続き検討する。
（４/２６MEDIFAXより）

改定検証で調査検討委の設置了承／中医協・
総会
　次期診療報酬改定に向けた２０１２年度改定の結果検
証に関する特別調査（１０項目）で、１２年度調査は小
児救急や精神科救急を含む救急医療の評価について
の影響調査など６項目を先行してスタートさせる。
４月２５日の中医協・診療報酬改定結果検証部会と中
医協総会で了承され、具体的に各項目の調査設計を
進めるため、調査検討委員会を設置する。委員長に
は印南一路公益委員（慶応大総合政策学部教授）が
就任することも決まった。
●先行の６項目の特別調査を決定
　厚労省は、２０１２年度調査として先行する項目とし
て▽救急医療機関と後方病床との一層の連携推進な
ど、小児救急や精神科救急を含む救急医療の評価に
ついての影響調査▽在宅医療の実施状況および医療
と介護の連携状況調査▽訪問看護の実施状況および

効率的な訪問看護に係る評価についての影響調査▽
在宅における歯科医療と歯科診療で特別対応が必要
な者の状況調査▽医療安全対策や患者サポート体制
等に係る評価についての影響調査▽後発医薬品の使
用状況調査―の６項目を挙げた。
（４/２６MEDIFAXより）

新型フ新型フルル
新型フル特措法が成立／参院本会議
　新型インフルエンザ発生時に医療機関が不足する
場合、都道府県知事が臨時の医療施設を開設し医療
を提供することなどを定めた「新型インフルエンザ
等対策特別措置法」が４月２７日、参院本会議で民主、
公明などの賛成多数で可決、成立した。自民は欠席
した。
　厚生労働大臣と都道府県知事は必要に応じ、医療
関係者に場所と期間を示した上で、患者に医療を提
供するよう要請できる。正当な理由なく要請に応じ
ない場合は、医療を提供するよう「指示」できる。
（５/１MEDIFAXより）

生活保生活保護護
生活保護の見直し議論開始／１２年秋にも生活
支援戦略を策定へ
　厚生労働省は、生活保護制度の見直しと生活困窮
者対策に総合的に取り組むため、２０１２年の秋をめど
に「生活支援戦略（仮称）」を策定する。期間は１３－
１９年度の７年間。戦略に含まれる生活保護制度の見
直しでは、生活保護給付の適正化に向け、医療機関
に国が直接指導する権限を導入する方針だ。４月９
日の国家戦略会議（議長＝野田佳彦首相）で、小宮
山洋子厚生労働相が説明した。
　医療機関への指導については「例えば方向性とし
て、生活保護受給者に過剰診療をして診療報酬を請
求している医療機関への、国の直接指導などがあり
得る」（厚労省社会・援護局保護課）という。そうし
た指導をするための調査を民間に委託できるように
することも想定する。生活保護法での医療機関の指
定基準見直しも検討する。
　生活保護制度の見直しではこのほか、生活保護基
準体系の見直しや、生活保護受給者の就労収入の一
部を積み立て生活保護脱却時に一括還付する「就労
収入積立制度（仮称）」の導入などを盛り込んだ。
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　４月２６日には、社会保障審議会の特別部会が初会
合を開き、１３年の通常国会での生活保護法改正も視
野に議論を始めた。（４/１０、５/１MEDIFAXより）

生活保護受給者への後発品処方を誘導／小宮
山厚労相
　生活保護受給者の医療扶助について、小宮山洋子
厚生労働相は４月４日の参院予算委員会で「後発医
薬品を処方できるような形でなるべく誘導してい
く」と述べ、生活保護医療の適正化に努めるとした。
民主党の櫻井充元財務副大臣の質問に答えた。
　櫻井氏は、生活保護受給者の医療費は全額公費で
賄われているため、医療費を適正化する努力が足り
ないと指摘し、国に適正化の取り組みを求めた。
　小宮山厚労相は２００９年度の１人当たり医療費を比
較すると、生活保護受給者が８１.５万円に対し、国民
健康保険等加入者は４５万円で約２倍の開きがあると
した。その上で、「生活保護の受給者が増え費用がか
さんでいる中で、半分がだいたい医療扶助でそこに
切り込まなければいけないのは認識している」と述
べ、後発品の使用を促すことや電子レセプトを活用
した医療費の点検を強化するとした。
（４/６MEDIFAXより）

自民自民党党
国民皆保険の堅持を明記／自民党公約原案、
消費税１０％も
　自民党の次期衆院選に向けた政権公約の原案が明
らかになった。医療分野では、国民皆保険制度の堅
持と医療費配分の重点化・効率化を明記した。
　このほか、消費税は２０１０年参院選の公約を踏襲し
て「当面１０％」の引き上げを盛り込み、税制抜本改
革と行財政改革の推進による持続可能な財政、社会
保障制度の確立を目指す。介護分野は介護サービス
の充実に向け、サービスの効率化と保険料負担増大
の抑制を図る。医療扶助の適正化などによる生活保
護制度の抜本的な見直しも取り組む。
　環太平洋連携協定（ＴＰＰ）については「聖域な
き関税撤廃を前提とした交渉参加に反対」と明記。
また、予算配分は技術開発や人材育成に充てる「将
来への投資」に転換し、法人税の２０％台への引き下
げ、インセンティブ税制（研究開発、設備投資、人
材育成）の導入も目指す。（４/１２MEDIFAXより）

ＴＰＴＰＰＰ
ＴＰＰ交渉参加問題、日本の薬価制度は維持
／小宮山厚労相
　環太平洋連携協定（ＴＰＰ）の交渉参加に向け米
国側が問題視している日本の薬価制度について、小
宮山洋子厚生労働相は４月３日の参院厚生労働委員
会で「薬価制度等について議論されることになって
も、日本の安心安全な医療が損なわれないよう薬価
制度等を維持していきたい」と述べた。共産党の紙
智子氏の質問に答えた。
　紙氏は米国側が「新薬創出・適応外薬解消等促進
加算」の恒久化や「市場拡大再算定」の廃止などを
求めていると指摘。「こんなことを許せば日本の薬価
がますます高止まりし、医療保険財政を圧迫し国民
の健康に重大な影響を及ぼしかねない」と述べ、米
国側の要求に対する日本の対応を問いただした。
　小宮山厚労相は「現在の薬価制度や特定保険医療
材料制度は製薬企業など関係者の意見も聞きながら
中医協の議論に即して定めている」と述べ、中医協
の議論を踏まえ安心安全な医療が損なわれないよう
薬価制度等を維持していくと応じた。
（４/５MEDIFAXより）

政府は「皆保険堅持」で声明を／国民医療推
進協、ＴＰＰ反対決議
　日本医師会など医療関連４０団体でつくる国民医療
推進協議会は４月１８日、東京・本駒込の日医会館で、
環太平洋連携協定（ＴＰＰ）の交渉参加に反対する
総決起大会を開いた。医療関係者や国会議員ら約８００
人が参加し「国民皆保険の恒久的堅持を誓い、崩壊
へと導くＴＰＰ交渉参加に断固反対する」との決議
を採択した。
　横倉義武会長（日医会長）は挨拶で国民皆保険の
重要性を強調し、ＴＰＰ交渉の範囲が医療分野に及
べば医療の市場化につながると懸念を示した。「公的
医療保険の給付範囲の縮小を招き、所得によって受
けられる医療に格差が生じる」とも指摘。政府に対
してＴＰＰ交渉から公的医療保険を除外するよう求
めてきたが、統一見解として明言がないと説明した。
横倉会長は米国の要求も高まっているとし「ＴＰＰ
交渉参加自体に対して問題提起することが国民医療
を守ることにつながるとの結論に至った」と述べた。
野田佳彦首相が月末に訪米する際に交渉参加を表明
する可能性もあるとして危機感を示した。
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　大会開催に協力した東京都医師会の野中博会長は
「新自由主義や市場原理主義は格差の少ない社会を
実現してきただろうか。ＴＰＰを信じることはでき
ない。参加により皆保険制度が崩壊しては、いかな
る国益もない」と訴えた。
　民主党の山田正彦衆院議員（ＴＰＰを慎重に考え
る議員の会会長）は混合診療の全面解禁と薬価決定
への干渉などを懸念し、「日本が誇るべき皆保険制度
がどうなっていくのか本当に危惧している」と述べ
た。４月２４日に超党派の議員集会を開催することも
明らかにした。自民党の衛藤晟一元厚生労働副大臣、
公明党の石田祝稔元厚労副大臣、社民党の阿部知子
衆院議員、民主党の福田衣里子衆院議員も挨拶した。
（４/１９MEDIFAXより）

ＴＰＰへの方針明確化へ／民主・経済連携ＰＴ
　民主党の経済連携プロジェクトチーム（櫻井充座
長）は５月８日、環太平洋連携協定（ＴＰＰ）を含
む経済連携協定について党の方針を明確にする作業
に着手した。週内にも経済連携の基本戦略の取りま
とめを目指す。その後は重要品目に関する戦略や、
国内制度への影響についての対応などを議題に、今
通常国会の会期末（６月２１日）までをめどに議論す
る。ＴＰＰに参加した場合の医療制度への影響・対
応なども議論になりそうだ。
　議論するのは①ＴＰＰなど、実現の可能性がある
経済連携の基本戦略②ルールメイキングについての
戦略③経済連携協定の自由化度についての戦略④セ
ンシティブ（重要）品目についての戦略⑤国内制度
への影響についての対応、戦略―の５つ。まずは最
初の基本戦略を議論する。（５/９MEDIFAXより）

医行医行為為
医行為分類に「判断」「技術」以外の軸を／
看護業務検討ＷＧ
　厚生労働省の「チーム医療推進のための看護業務
検討ワーキンググループ（ＷＧ）」（座長＝有賀徹・
昭和大医学部教授）は４月２３日、医行為の分類につ
いての議論を進めた。現在、同ＷＧは「技術的な難
易度」「判断の難易度」の２つの軸で分類案を検討し
ているが、委員からは、２軸だけではなく「現場で
の必要性」「看護の専門性」など新たな軸を考える必
要があるとの意見が上がった。
　厚労省が、看護業務実態調査の２０３項目のうち５６行

為について医行為分類のたたき台を示した。「技術的
な難易度」を５段階に、「判断の難易度」を４段階に
分けた上で▽Ａ（絶対的医行為）▽Ｂ１（行為の難
易度が高い特定行為）▽Ｂ２（判断の難易度が高い
特定行為）▽Ｃ（一般の医行為）▽Ｄ（さらに検討）
▽Ｅ（医行為には該当しない）―に分類した。
（４/２４MEDIFAXより）

健保健保連連
高齢者医療は公費５割に、財源は２.２兆円必要
／健保連が提言
　健保連の白川修二専務理事は４月１６日の会見で、
政府・与党の社会保障・税一体改革大綱について、
高齢者医療制度に投入する公費の割合を給付費の５
割まで拡充することなど、健保連の医療制度改革へ
の提言を説明した。
　健保連は２０１５年１０月に予定される消費税率１０％へ
の引き上げを念頭に実施した健保組合財政の試算結
果に基づいて、▽高齢者と現役世代の負担バランス
が取れた制度づくり▽持続性がある高齢者医療制度
への見直し▽医療費適正化の強力な推進―の３つの
視点で提言をまとめた。
　高齢者医療制度については、国民全体で公平に支
える必要があるとして、医療給付費に占める公費の
割合を５割とし、残り５割を「高齢者の保険料・現
役世代の支援」とする制度に見直すべきだとした。
公費５割とした場合には、追加で必要となる財源は
約２兆２０００億円となると試算した。内訳は前期高齢
者医療制度への約１兆８０００億円と後期高齢者医療制
度への約４０００億円。
　前期高齢者医療制度では、市町村国保ですでに公
費５割が投入されている。協会けんぽも一部国庫補
助が行われているが、健保組合、共済組合のいずれ
の医療保険制度についても、基礎年金や介護保険と
同水準となる公費５割にすべきだと主張した。
　現行の後期高齢者医療制度でも公費は４７％投入さ
れているが、５０％に引き上げるには４０００億円を投入
する必要があるという。７０－７４歳の窓口負担につい
ても早急に法定の２割に戻すべきだとした。
　また、高齢者医療制度を持続させるため、健保組
合の財政を好転させる必要があるとして、１４年４月
に予定されている消費税率を８％に引き上げる際に
高齢者医療への投入公費の拡充が必要と指摘した。
前期高齢者納付金の算定方法や国保への支援の在り
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方についても問題点を指摘し、見直しが必要だとし
た。（４/１７MEDIFAXより）

５年連続の赤字、５７８２億円／健保組合の１２年
度予算集計
　健保連は４月１６日に会見を開き、健保組合の２０１２
年度予算状況は５７８２億円の経常赤字となり、高齢者
医療制度の創設以来５年連続で大幅赤字が続くとの
集計結果を発表した。
　予算状況は、報告があった１３４６組合（回答組合）
の予算データに基づいて、４月１日現在で存在する
１４３５組合の状況を推計した。その結果、全体の８８.９％
を占める１２７６組合で赤字となった。
　回答組合のうち、５８４組合が保険料率を引き上げて
おり、割合は４３.４％と過去最高となった。２年連続
で引き上げた組合も２１.４％に当たる２８８組合あった。
７３７組合は据え置き、２５組合は引き下げた。保険料率
を引き上げた組合の平均引き上げ率は０.８６９％だっ
た。これにより３月現在の平均保険料率は８.３１０％と
なり、前年度比では０.３７１ポイント増となった。協会
けんぽの平均保険料率１０.００％以上の料率となった
組合も回答組合の４.９％を占める６６組合あった。
●高齢者医療への拠出、初の３兆円超え
　保険料収入は、前年度比３７３１億円増の６兆７８８９億
円が見込まれるが、これは４割強の組合が料率を引
き上げたことと、被保険者数・平均標準報酬月額の
増加が主な要因となる。一方、後期高齢者支援金や
退職者給付拠出金・前期高齢者納付金など高齢者医
療制度への拠出金の総額は２５６６億円増の３兆１３５５億
円となる見込み。支援金・納付金額が３兆円を超え
るのは初めてで、保険料収入に占める割合も過去最
高の４６.２％に達する見込み。
　被保険者１人当たりの保険料は４３万４５５７円で、前
年度比５.６２％増で２万３１０５円の増額となる。
（４/１７MEDIFAXより）

保健指保健指導導
非肥満者でも健康リスクで保健指導／厚労省
検討会が中間まとめ
　厚生労働省は４月１３日、特定健診・保健指導の見
直しに向けて「健診・保健指導の在り方に関する検
討会」がまとめた中間取りまとめを公表した。２０１３
年度からの対応として、特定保健指導の対象となら
ない非肥満者でも、高血圧や高血糖などの健康リス

クがある場合には、リスクの程度に応じて保健指導
の実施や医療機関への受診勧奨といった対応を保険
者などに求めていく方針だ。「標準的な健診・保健指
導プログラム」に指針を明記する。
（４/１７MEDIFAXより）

政府答政府答弁弁
診療報酬不正請求「厳正に対処」／政府答弁書
　政府は４月１３日、診療報酬の不正請求について「医
療保険制度の健全な運営を損なう」とし、厳正に対
処していく考えを示す答弁書を閣議決定した。山内
康一衆院議員（みんなの党）の質問に答えた。
　答弁書では、診療報酬の不正請求が起きないよう、
審査支払機関による診療報酬明細書審査の充実を図
り、保険医療機関などに対する指導を実施している
と説明。不正請求が疑われる事例については、保険
医療機関に対し監査を実施するなどの対応を取って
いるとした。（４/１６MEDIFAXより）

助産所の嘱託医師、応諾義務は「適切ではな
い」／政府答弁書
　政府は４月１３日、助産所の開設者から嘱託医師に
なってほしいと要請があった場合に医師に応諾義務
を課すことは「適切ではない」とする答弁書を閣議
決定した。助産所と嘱託医師との間には信頼関係が
必要であり応諾義務を課すことは適切ではないとし
た。丸川珠代参院議員（自民）の質問に答えた。
　また、助産所開設のための環境整備を含む地域周
産期医療の確保については、一義的に都道府県が定
める医療計画の中で地域の実情に応じて実施すべき
とした上で「地域住民が安心して出産できる周産期
医療を確保し、産科医の負担軽減を図る観点から、
助産所と医療機関との連携の充実が必要。今後とも、
都道府県へ必要な助言をしていく」とした。
（４/１６MEDIFAXより）

健康日健康日本本
第２次「健康日本２１」基本方針改正案まとま
る／厚労省
　厚生労働省の「次期国民健康づくり運動プラン策
定専門委員会」（委員長＝辻一郎・東北大大学院医学
系研究科教授）は４月１３日、２０１３年度から始まる第
２次「健康日本２１」の基本方針改正案を取りまとめ
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た。パブリックコメントを募集した後、厚生科学審
議会・地域保健健康増進栄養部会に答申する。基本
方針の告示は６月頃になる見通し。告示は現行の「健
康日本２１」の健康局長通知から、大臣告示に格上げ
される。
　次期「健康日本２１」の基本方針改正案では、現行
の「健康日本２１」で掲げていた「健康寿命の延伸」
に加えて「健康格差の縮小」の実現を基本的方向に
明記した。がん、循環器疾患、糖尿病など非感染性
疾患（ＮＣＤ）の一次予防・重症化予防や、乳幼児
期から高齢期まで各世代に応じた「健康な生活習慣
づくり」「こころの健康づくり」にも取り組む。栄
養・食生活、身体活動・運動、休養、喫煙、飲酒、
歯の健康にも引き続き取り組む。
（４/１６MEDIFAXより）

処方処方箋箋
処方箋の電子化実現で報告書／厚労省・検討会
　厚生労働省の医療情報ネットワーク基盤検討会
（座長＝大山永昭・東京工業大教授）は４月２７日、厚
労省内で開いた会合で、医療機関間での処方情報の
共有に向けた方策などを盛り込んだ報告書「処方箋
の電子化に向けて」を審議し、大筋で了承した。
　報告書は検討会が設置した作業班が提出した。処
方箋の電子化に先行して医療機関で医療情報の電子
化に対応した環境を整備する必要があるものの、作
業班では一定の準備期間の後に、同意が得られた圏
域（２次医療圏単位）で紙の処方箋から電子処方箋
への移行を進めることを提言。全国での完全移行を
目指して、ある程度移行が進んだ段階で移行完了時
期を決定する方針も示した。
　報告書では処方箋電子化の実現により、医療機関
が入力した電子的な処方情報に基づいて、薬局が疑
義照会できるほか、後発医薬品への変更などの調剤
業務が可能となり、調剤した結果の情報についても
医療機関で次の処方情報の参考とするなどの活用が
できるとした。医療機関や薬局では▽医療機関間や
医療機関・薬局間での処方情報の共有・共用▽医薬
品の相互作用・アレルギー情報の管理▽処方箋（紙）
の偽造・再利用の防止―などにも役立つとした。
　一方、患者にとっても遠隔診療を受けた場合に処
方箋原本を電子的に受け取ったり、薬局に電子的に
処方箋を提出したりできるほか、▽処方された医薬
品履歴の自己管理▽救急医療や災害時での医療関係

者による常用薬剤の把握―などに役立つ。処方箋の
電子化と医薬品流通のトレーサビリティーが向上す
れば、製造から患者の手に渡るまでの流通を管理で
きるようになり、医薬品による健康被害の把握や回
収作業の迅速化なども期待できるという。
　また、処方情報・調剤情報の突合により保険請求
の点検が精緻化できるとの保険財政上のメリット
や、臨床研究への応用にも期待を示した。
　電子化実現に向けた課題も示した。国が実施すべ
き基盤整備としては▽電子コピーによる悪用を防ぐ
ための技術・運用面の体制整備（一意性の確保）▽
デバイスの配布（例えばＩＣカード）▽薬剤受け取
り履歴の管理―などを求めた。
（５/１MEDIFAXより）

行行　革革
行革懇談会スタート／政府
　政府は５月７日、今後取り組むべき行政改革の内
容や基本的な考え方を議論する「行政改革に関する
懇談会」の初会合を首相官邸で開いた。７月頃に大
きな方向性を示す。
　懇談会は岡田克也副総理（一体改革担当相）の主
催で、京セラの稲盛和夫名誉会長や、連合の古賀伸
明会長など１０人の民間有識者で構成している。初会
合ではこれまでの行革の経緯を振り返りつつ、行革
の理念などを中心に議論した。
（５/８MEDIFAXより）

医療法医療法人人
医療法人が行える範囲を拡大／介護・障害保
健福祉関連法施行で
　介護保険や障害保健福祉関連法の改正・施行を踏
まえて厚生労働省は５月７日、医療法人が行える付
帯業務の範囲を整理し、公表した。介護保険関係で
は、法の一部改正で創設された「定期巡回・随時対
応型訪問介護看護」「複合型サービス」「介護予防・
日常生活支援総合事業」を付帯業務として新たに追
加したほか、都道府県知事の指定で「市町村事務受
託法人」として要介護認定等調査事務を受託できる
よう、付帯業務の対象に追加するなどした。
　今回の付帯業務の拡大は「障害者制度改革推進本
部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見
直すまでの間において障害者等の地域生活を支援す
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るための関係法律の整備に関する法律」や「介護サ
ービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改
正する法律」の一部が１２年４月１日から施行される
ことを踏まえたもの。（５/８MEDIFAXより）

ドクターヘドクターヘリリ
ドクターヘリ飛びすぎ悲鳴／運航会社、燃料
費不足で
　京都、兵庫、鳥取の３府県が関西広域連合で共同
運航するドクターヘリの出動回数が想定を大幅に上
回り、運航の委託を受けた民間会社が燃料費の不足
に悲鳴を上げている。中山間地の救命救急にヘリは
“命綱”となっているだけに、広域連合は委託料の引
き上げを検討する。
　ヘリの運航は２０１０年４月、兵庫県豊岡市の公立豊
岡病院を拠点に始まった。航空事業やパイロット育
成に取り組むヒラタ学園（神戸市）が午前８時半か
ら日没前まで運航。時速約２００キロで飛行し、京都、兵
庫両府県の北部と鳥取県全域をカバーする。
　兵庫県などによると、１１年度の出動回数は１２５４回
で飛行時間は約４４０時間。出動は兵庫県内からの要請
が８０％を占め、京都府１７％、鳥取県３％と続く。
　１１年度の委託費は国の補助金を含めて約１億９０００
万円。ただ、飛行回数を約４００回と想定しているため、
超過分の燃料費やメンテナンス費は学園が負担し
た。
　１２年度の委託費は１１年度と同額。「飛べば飛ぶほど
負担が増える」（兵庫県の担当者）ため、学園は１１年
から委託費の引き上げについて豊岡病院を通じて打
診。不足額を「数千万円」と伝えているという。
　３府県の飛行地域は山間部が多く医療機関も点
在。救急車では患者の搬送に時間がかかるためヘリ
は不可欠な存在だ。心疾患を抱える高齢者や、食物
アレルギーで呼吸困難に陥った子供がヘリの搬送で
心肺停止を免れた例など実績も多い。
　ヒラタ学園は「ドクターヘリの運航で民間が犠牲
を払う理由はない」と主張。広域連合長の井戸敏三
兵庫県知事は「国に補助金の引き上げを検討するよ
う要請する。地域医療にヘリは欠かせない存在で、
京都府や鳥取県とも対応を話し合いたい」としてい
る。（５/８MEDIFAXより）

産科補産科補償償
産科補償、医療保険部会でも議論を／西辻保
険課長「財源は保険財政」
　厚生労働省保険局保険課の西辻浩課長は４月１８日
の社会保障審議会・医療保険部会で、産科医療補償
制度について２０１４年１月の制度見直しに向けた議論
が日本医療機能評価機構で行われていることに違和
感を示した。制度の財政状況は医療保険部会で議論
することになっていたとし、制度を所管する同省医
政局と調整する考えを示した。
　小林剛委員（全国健康保険協会理事長）が、保険
者を含んだ公的な会議体での議論が必要として厚労
省に対応を求めたのに対して答えた。
　西辻課長は、産科医療補償制度の補償実績が制度
発足当初の予測を下回り、余剰金も出ていると指摘。
掛け金（３万円）の金額を適正化しなければ、厳し
い保険財政の中で制度を維持し続けることは難しい
との指摘があるとした。その上で、場合によっては、
制度の専門家や保険者代表などを交えて柔軟に検討
する可能性も示唆した。
　０９年１月に始まった産科医療補償制度は５年目を
迎える１４年１月の見直しに向けて、制度を運営する
医療機能評価機構が設置した運営委員会で２月から
議論が始まっている。運営委の見直しに向けた主な
検討課題には▽補償対象基準▽補償額の段階化（現
行は一律３０００万円）▽掛け金▽剰余金の使途─など
が挙がっている。（４/１９MEDIFAXより）

有床有床診診
有床診応援議連が発足／櫻井会長「点数を収
入に直結させる」
　民主党の衆参議員で構成する「有床診療所を応援
する議員連盟」が４月４日、発足した。有床診療所
の機能を維持・強化するための調査・研究をし、政
策提言をする。設立総会では役員人事を了承。櫻井
充参院議員が会長を務める。事務局長は梅村聡参院
議員で、長妻昭衆院議員ら７人を副会長に起用した。
櫻井会長は「付けた点数がきちんと収入につながる
ようにすることがこの議連の第一目標」と位置付け
た。
　設立総会では、全国有床診療所連絡協議会、日本
医師会、厚生労働省から、有床診の現状をヒアリン
グした。減少を続ける施設数・病床数の実態や、２０１２
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年度の診療報酬改定での有床診の改定項目などの説
明を受けた。
　１２年度改定では、有床診療所での緩和ケア医療の
評価や、「看取り加算」などが新設された。しかし、
全国有床診療所連絡協議会の鹿子生健一専務理事は
「今回の改定は評価すべきところもあるが、全体とし
て個人的には非常に不満」と厳しく指摘した。
（４/５MEDIFAXより）

審審　査査
突合・縦覧開始で査定件数２－３割増／支払
基金・３月分速報
　社会保険診療報酬支払基金は４月２３日の定例会見
で、３月審査分から開始した突合点検・縦覧点検の
審査状況について速報値を示し、３月審査分は突合
点検により査定件数は２－３割増が見込まれるとし
た。査定点数ベースでも１－２割増が見込まれると
した。
　３月審査分の査定件数は突合点検が１０.５万件、縦
覧点検が１.４万件で合わせて１１.９万件となり、査定点
数は突合点検が３１０２万点、縦覧点検が４２３万点で合わ
せて３５２５万点となった（いずれも速報値）。
　２月審査分の査定件数は５０.５万件、査定点数は２
億４２３６万点だったことから、仮に３月審査分が２月
審査分と同水準の査定件数・点数になるとした場合、
突合・縦覧による査定件数・点数が原審査の段階で
加わり、３月審査分全体の査定件数は２３.６％増の６２.４
万件（５０.５万件＋１１.９万件）、査定点数は１４.５％増の
２億７７６１万点（２億４２３６万点＋３５２５万点）となる計
算だ。（４/２４MEDIFAXより）

返返　戻戻
返戻時の留意点を連絡／保険局医療課
　厚生労働省保険局医療課は４月９日、レセプトオ
ンライン請求や光磁気ディスク（ＭＯ）、フロッピー
ディスクなどを使った請求で、審査支払機関から返
戻や再審査・取り下げの申し出があった場合の留意
点を地方厚生局や都道府県に連絡した。
　オンライン請求やＭＯなどによる請求では、４月
診療分から請求する点数について、それぞれの算定
日を記録して請求することになった。ただ、返戻な
どの際に出力した紙レセプトが用いられる場合で
は、従来通り、紙レセプトへの記載が定められてい

る項目（手術、麻酔など）だけに算定日が印字され
ることになるとして、医療機関や審査支払機関への
周知を求めた。（４/１０MEDIFAXより）

ポリポリオオ
単独ＩＰＶ、９月に定期接種へ一斉切り替え
／厚労省方針を了承
　厚生労働省は４月２３日の「不活化ポリオワクチン
の円滑な導入に関する検討会」（座長＝岡部信彦・川
崎市衛生研究所長）に、単独の不活化ポリオワクチ
ン（ＩＰＶ）を９月１日から定期接種として導入す
る方針を示し、同検討会は了承した。医療現場での
混乱を避けるため、生ポリオワクチン（ＯＰＶ）か
らＩＰＶへの切り替えは一斉に行い、ＩＰＶ導入後
はＯＰＶを定期予防接種で使用しないこととした。
厚生科学審議会・感染症分科会予防接種部会の了承
を得た上で、予防接種実施規則の改正手続きに入る。
　ＩＰＶの導入をめぐっては、同検討会の構成員か
ら「混乱を避けるために一斉切り替えが望ましい」
という意見が、これまでの会合で多く上がっていた。
　１１月にジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリ
オの４種混合ワクチン（ＤＰＴ―ＩＰＶ）が導入さ
れることを前提に、厚労省は２０１２年度末までの単独
ＩＰＶの需要量（２－３回の接種）を３６７.９万ドーズ
と推計。一方、単独ＩＰＶの供給量は１２年度末まで
に４７７万ドーズを見込んでおり、１２年度内には対象者
が２－３回の接種ができるとみている。
　ただ、９月の単独ＩＰＶ導入を見据えて、１２年春
の定期接種を控える人が増えれば、その分、需要も
増える可能性がある。ポリオワクチンを接種しない
ことで免疫を持たない人が増えれば、国内でのポリ
オ流行の危険性も高まることから、厚労省は９月の
単独ＩＰＶ導入まではＯＰＶの接種を呼び掛けてい
く。
●接種回数は２回から４回へ
　ＩＰＶの接種回数はＯＰＶの２回から４回に増え
る。ＩＰＶの接種間隔と標準的な接種年齢は、単独・
４種混合のいずれも、ジフテリア・百日咳・破傷風
の３種混合（ＤＰＴ）と同じとした。標準的な接種
年齢は１期の初回接種が生後３－１２カ月未満、１期
追加接種が初回接種終了後１２－１８カ月未満とした。
１期の初回接種は２０日から５６日までの間隔を空けて
３回、１期追加接種（４回目）は３回目接種終了後
６カ月以上の間隔を空けるとした。
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　ただ、ＤＰＴの既接種者、ＯＰＶの１回既接種者、
医療機関が個人輸入したＩＰＶの既接種者などがお
り、接種間隔を一律に規定することが難しいため、
９月の導入後３年程度に限り、単独ＩＰＶは５６日以
上の間隔を空けても接種可能とした。
　ＯＰＶを１回も接種していない人は、原則として
単独ＩＰＶを４回接種することとする。ＯＰＶを１
回接種した人は、あと３回ＩＰＶの接種を行う。Ｄ
ＰＴをすでに接種している人については、残りの接
種は４種混合（ＤＰＴ―ＩＰＶ）ではなく原則とし
て単独ＩＰＶとＤＰＴを使用することとした。　（４
/２４MEDIFAXより）

医療イノ医療イノベベ
医療イノベ５カ年戦略に東北メガバンク構想
も／中間報告案
　内閣官房医療イノベーション推進室は４月２３日、
東北メディカル・メガバンク計画の推進を盛り込ん
だ「医療イノベーション５か年戦略」の中間報告案
を公表した。２０１２年度を開始年度とする同戦略は５
月にも策定予定で、今回の報告案で示した方策に工
程表が加わる見通し。
　世界最先端医療の実現に向けた方策では「個別化
医療」「再生医療」を提示した。それぞれの患者に最
適な治療法を提供する「個別化医療」はバイオバン
クの整備やゲノムコホート研究の推進、ヒトゲノム
情報の取り扱いに関する法・倫理制度の検討などを
進めることを明記。「特に、東北メディカル・メガバ
ンク計画の推進を通じて個別化医療のパイロットモ
デルを推進し、東北地方が次世代医療の起点として
復興することを目指す」とした。
　このほか、在宅医療・介護などに情報通信技術を
導入した新たな医療モデルの構築を示したほか、新
たに議論する必要性があるテーマとして疾患を未然
に防ぐ「先制医療」を掲げた。医薬基盤研究所を司
令塔とする創薬支援ネットワークの構築も盛り込ん
だ。（４/２４MEDIFAXより）

医薬医薬品品
リスク管理計画、発売１カ月前までに策定／
厚労省通知
　厚生労働省医薬食品局審査管理課と安全対策課は
４月２６日付で、２０１３年４月から導入する「医薬品リ

スク管理計画（ＲＭＰ）」の策定に関する具体的な計
画書の様式や提出時期などを示した連名の課長通知
を都道府県に送付した。製薬企業は、新医薬品やバ
イオ後続品について、販売開始予定時期の原則１カ
月前までに計画書を策定し提出することが義務付け
られる。（５/９MEDIFAXより）

医療用薬のバーコード表示を後押し／民主議連
　「適切な医療費を考える民主党議員連盟」（会長＝
柳田稔参院議員）は４月２６日の勉強会で、医療用医
薬品のバーコード表示をテーマに日本医薬品卸業連
合会からヒアリングし、現在、任意扱いになってい
る項目にもバーコード表示が進むよう後押しするこ
とを決めた。厚生労働省に方針を伝え、必要ならば
党内での議論も進める。（４/２７MEDIFAXより）

日日　医医
中小病院の在宅医療、連携重視型を提言／日
医総研ＷＰ
　日医総研はこのほど、中小病院の在宅医療機能と
退院支援の調査結果についてワーキングペーパー
（ＷＰ）をまとめた。在宅療養支援病院（在支病）と
在支病以外で実施している在宅医療の現状を分析し
た。「中小病院の在宅医療は自己完結型で実施するの
ではなく、かかりつけ医などとの連携重視型の展開
が期待される」と提言した。
　在支病で「訪問診療」を実施している割合は８８.７％
（在支病以外は３６.４％）で、２０１１年１０月の１施設当た
りの平均実施件数は５６.０件だった。「緊急時の往診」
は５５.７％（在支病以外は９.８％）が実施していた。「患
者の自宅での看取り」を行っているのは５５.７％（在
支病以外は１４.６％）だった。在宅療養患者の緊急一
時入院の受け入れを行っているのは７３.９％（在支病
以外は３１.１％）で、レスパイト入院も４１.７％（在支病
以外は２０.７％）が行っていた。在宅医療を担当する
医師数（実人数）は、在支病で平均１.７人、在支病以
外で平均１.４人だった。
　退院調整を行う専門部署については、在支病で
７１.３％が設置、在支病以外でも６１.８％が設置してい
た。ＷＰでは「退院調整機能のある病院では、ケア
マネジャーなどとの連携が取られている」と分析。
連携の強化に向けて、人材確保のための財源の手当
てや地域の関係機関と協働することが必要とした。
（４/１６MEDIFAXより）
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診療所の機能、充実評価へ検討必要／日医・
鈴木常任理事
　日本医師会の鈴木邦彦常任理事は４月２１日、福岡
市で開かれた日本臨床皮膚科医会総会・臨床学術大
会で特別講演し「２０１２年度診療報酬改定で診療所の
再診料は回復できなかったが、時間外対応や在宅関
係が評価された。それに伴い学校保健など公衆衛生
活動がしにくくなって地域医療が新たな課題を抱え
ることを危惧する」と話し、診療所が果たしている
外来機能をあらためて議論することが必要だとの考
えを示した。
　講演後、取材に対して鈴木常任理事は「再診料は
診療所の収入の１２.３％を占め、最も重要な経営資源
になっている。病院だけでなく診療所の職員につい
ても処遇改善の視点が必要だ。特に診療所は地域に
よっても経営環境が大きく異なることなどを踏ま
え、診療所における初・再診料の評価体系をきちん
と議論すべきだ」と指摘し、時間をかけて評価体系
を検討すべきとした。
　診療所の再診料・外来管理加算などを含む外来の
包括評価体系については「診療報酬体系の簡素化は
必要だろうが、霞が関の包括化ありきの議論には組
みしない」とクギをさした。診療報酬基本問題小委
員会は４月２５日の中医協で再開する。
（４/２２MEDIFAXより）

緩和ケ緩和ケアア
緩和ケア推進検討会が初会合／厚労省
　厚生労働省は４月２５日、緩和ケア推進検討会の初
会合を開き、がん患者への緩和ケアをさらに進める
具体策の議論を開始した。がん対策推進基本計画の
変更案に盛り込まれた施策や個別目標の実現に向
け、より具体的な施策を提言する。厚労省は、必要
に応じて提言内容を２０１３年度予算案の概算要求に反
映させる方針。座長にはＪＲ東京総合病院名誉院長
の花岡一雄氏を選出した。
　厚労省は同検討会の論点案として▽緩和ケアの診
療体制▽緩和ケアの診療の質▽緩和ケアに関する教
育体制―の３項目を示した。
　診療体制については、緩和ケアチーム・緩和ケア
外来・緩和ケア病棟における各職種の適正配置、入
院医療機関と退院後の在宅医療を担う診療所との連
携体制などを議論する。診療の質については、がん
性疼痛のスクリーニングの時期や方法、苦痛を和ら

げるための迅速で適正な薬剤使用などを検討する。
教育体制の議論では、緩和ケア教育が必要な職種や
研修内容などを取り上げる。
　同検討会は次回以降、厚労省の示した論点案を基
に重点的なテーマを整理して議論を進める。
（４/２６MEDIFAXより）

特定機能病特定機能病院院
特定機能病院の役割は「高度医療・研究・教
育」／厚労省検討会
　特定機能病院や地域医療支援病院の要件の見直し
に向けて検討している厚生労働省の「特定機能病院
及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会」（座
長＝遠藤久夫・学習院大経済学部教授）は４月２６日、
特定機能病院の役割について議論し、「高度医療の提
供」「研究」「教育」を三位一体で実施していくこと
が求められるとの見解でおおむね一致した。
　地域医療支援病院に関する議論では、前回に引き
続き「救急」や「地域の医療従事者に対する研修」
などを要件にすべきとの意見があった。梶井英治構
成員（自治医科大教授）は「紹介率に反映されない
相談の部分など、見えない部分の評価も必要」とし
た上で、人的支援も要件に含めるべきとした。
（４/２７MEDIFAXより）

介護報介護報酬酬
サ高住など次期改定前の見直しも／介護報酬
で厚労省
　厚生労働省は４月２６日、２０１２年度の介護報酬改定
で創設した▽サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）
▽２４時間型サービス▽複合型サービス―の３項目に
ついて、実施状況の調査を踏まえた上で１５年度の次
期改定前に見直すこともあり得るとの方針を示し
た。１２年度介護報酬改定の効果などを検証するため
に社会保障審議会・介護給付費分科会が設置した「介
護報酬改定検証・研究委員会」（委員長＝大島伸一・
国立長寿医療研究センター総長）の初会合で、老健
局老人保健課の宇都宮啓課長が池田省三委員（地域
ケア政策ネットワーク研究主幹）の質問に答える形
で明らかにした。（４/２７MEDIFAXより）
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震震　災災
区域設定解除後も一部負担金免除／厚労省が
事務連絡
　厚生労働省は、東京電力福島第一原子力発電所の
事故で設定した警戒区域や避難指示区域などの見直
しに伴い、医療機関を受診した際の一部負担金免除
措置の扱いを決め、４月２３日付で自治体などに周知
の事務連絡を送付した。
　警戒区域や避難指示区域、計画的避難区域の設定
が解除された後も、この地域の住民は、２０１３年２月
２８日まで医療機関を受診した際の一部負担金免除措
置などの対象となることを周知。特定避難勧奨地点
（いわゆるホットスポット）の住民についても、設定
の解除後、１３年２月２８日まで一部負担金免除措置の
対象になるとした。
　警戒区域や避難指示区域（計画的避難区域を含む）
をめぐっては、政府の原子力災害対策本部が３月３０
日に一部の市村について見直しを行い「避難指示解
除準備区域」「居住制限区域」「帰還困難区域」を新
たに設定している。（４/２７MEDIFAXより）

孤立孤立死死
厚労省が孤立死対策強化へ／３０－４０代同居家
族全員死など受け
　厚生労働省は、３０－４０代を含む家族全員が孤立死
に至ったケースなどが報告されていることを受け、
孤立死の発生を未然に防止するための対策を強化す
る。５月８日の「安心生活創造事業推進検討会」（座
長＝和田敏明・ルーテル学院大大学院教授）で方針
を示した。孤立死対策として、地域ネットワークの
構築やコミュニティーを活用するなどの先進的な取
り組みを行う市町村には、地域福祉等推進特別支援
事業や安心生活創造事業として、国庫補助を優先的
に充てることも検討している。
　孤立死についてはこれまで、高齢者のみの世帯や
障害単身世帯をハイリスク対象者と位置付けて対策
を練ってきた。一方、２０１２年に入って、３０－４０代の
比較的若い、世帯の生計中心者や介護者などを含む
家族全員が死亡している状態で発見されたケースが
複数報告されている。
　このような事態を受け厚労省は、孤立死対策とし
て、自治体の福祉担当部局への情報の一元化を求め
る通知を出したほか、高齢者団体・障害者団体など

の関連団体や民生委員に福祉担当部局との連携強化
を求める通知を発出している。
　５月８日の会合で厚労省は、孤立死対策における
不十分な点や課題として▽高齢・障害・児童などの
各種支援制度、分野横断的・総合的な対策▽関係部
局・省庁間や行政とライフライン事業者など、行政
内外の連携▽地域住民のコミュニティー・ネットワ
ーク―の３つを挙げ、これから具体策の検討に入る
と説明。個人情報保護の適用外の理解促進や、各市
町村が取り組む孤立死防止対策の事例紹介などが必
要との認識も示した。（５/９MEDIFAXより）

 

２０代の約３割が「自殺したいと思った」／内
閣府・調査
　内閣府は５月２日、「自殺対策に関する意識調査」
結果を公表した。「自殺したいと思ったことがある」
と答えた人の割合は全体の２３.４％となり、２００８年２
月調査より４.３ポイント高くなった。年代別に見る
と、２０代が２８.４％で最も高かった。２０代は他の年代
に比べて自殺リスクの認知度が低い一方、悩みを抱
えたときに相談する相手も見つけられない状況が浮
かび上がった。内閣府は調査結果について「今後は
自殺者数が最も多い中高年だけではなく、若い世代
にも焦点を当てた対策が必要」としている。
　調査は１２年１月に実施。全国の２０歳以上の男女
３０００人を対象に「自殺の現状」「悩みやストレス」
「自殺やうつに関する意識」などについて聞いた。有
効回答率は６７.２％。
　自殺を考えた経験については、全体の２３.４％が「自
殺したいと思ったことがある」と回答。男女別では
女性が２７.１％で男性の１９.１％を上回った。年齢別では
２０代が最も多く、次いで４０代（２７.３％）、５０代（２５.７％）、
３０代（２５.０％）となり、５０代以下では４人に１人以
上の割合で自殺を考えた経験があった。
　２０代に限ると、自殺を考えた人の割合が各年代の
中で最も高かった一方、自殺者数が１４年連続で３万
人を超える状況を「知らない」と答えた人の割合が
４９.５％となった。また、不満や悩みなどのつらい気
持ちに耳を傾けてくれる人が「いる」と回答した人
は２０代男性が最も少なかった。
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（５/８MEDIFAXより）

１８９保険者が１２年度から２４時間型サービス／
厚労省まとめ
　介護保険の全１５８０保険者のうち１８９保険者が、２０１２
年度の介護報酬改定で創設された２４時間型サービス
を１２年度内に提供開始見込みであることが分かっ
た。都道府県が各保険者の第５期（１２－１４年度）介
護保険事業計画のサービス見込み量を集計し、厚生
労働省がデータをまとめて公表した。未報告の１４保
険者は集計外。
　各保険者は、介護保険サービス量の見込みなどか
ら３年間の介護保険事業計画期ごとに介護保険料を
決定する。ただ実際には、計画段階で２４時間型サー
ビスの実施を見込んでいなくてもサービスを提供す
ることはできる。
　２４時間型サービスの提供開始を見込む保険者数が
最も多い都道府県は大阪で２１保険者。次いで東京が
２０、埼玉・千葉・神奈川が１０保険者となっている。
２０２５年に向けて急速な高齢化が見込まれる都市部地
域が上位に並んだ。青森・山形・栃木・島根・宮崎・
沖縄は見込み数がゼロだった。
●複合型は１２年度内に１０９保険者が見込み
　同じく１２年度の介護報酬改定で創設された小規模
多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせる「複合
型サービス」は、１２年度内に１０９保険者が提供開始を
見込んでいる。サービス提供開始を見込んでいる保
険者数が多いのは、埼玉・東京・大阪で８保険者。
次いで茨城・千葉・神奈川・愛知・滋賀の５保険者
となった。見込み数ゼロの都道府県は、青森・岩手・
宮城・栃木・山梨・島根・徳島・宮崎。
（５/８MEDIFAXより） 
 

 

　記事文末に（MEDIFAXより）と記載しているものは、 
契約に基づき株式会社じほう発行の「MEDIFAX」より転
載・一部改変を許諾されたものです。 
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第１５５号２０

　橋下徹大阪市長・「大阪維新の
会」代表が、今、政治の大きな関
心の的となっています。もともと、
府知事時代から、教育基本条例や
職員基本条例の提出をはじめ、橋
下行政は大阪にとどまらない問題
をもっていましたが、昨年、知事・
市長のダブル選挙で圧勝して以降、
「大阪維新の会」をひっさげて、全
国政治に進出を図る意欲を露わに
する中で、橋下問題は、全国政治
に大きなインパクトを与える現象
となっています。そこで、今回か
ら数回にわたって「橋下徹現象」
を検討しましょう。

 

　最初に検討したいのは、なぜ橋
下氏はかくも大きな期待をもたれ
ているのかという問いです。答え
は単純です。民主党政権に対する
期待が裏切られたことに対する結
果にほかなりません。しかし問題
はここからです。民主党政権不信
が、なぜ橋下氏への期待になるの
かという疑問が出てくるからです。
　それを解く鍵は、民主党政権に
寄せられていた期待の中身にあり
ます。２００９年の総選挙における民
主党票には、２つの巨大な社会層
の期待がありました。１つは、自
公政権の強行した構造改革政治を
止めてほしいという強い期待です。
地方構造改革により地方財政支出
や公共事業を削減された「地方」
と、構造改革による雇用・福祉の
切り捨てで困難に直面した大都市
部の高齢者や低所得者層が、こう
した期待を民主党に寄せました。
もう１つは、逆に、自民党政権で
は地方に対する公共事業、利益誘
導の政治、官僚主導の政治に対す
る改革が不徹底であるという不満
から、民主党にもっと大胆な新自
由主義改革遂行を求める大都市中

間層の期待でした。これが、民主
党の未曾有の大勝を生んだのです。
　ところが、その後の民主党政権
の政治は、この２つの層のいずれ
の期待をも裏切るものでした。財
界やマスコミの「バラマキ福祉」
批判の合唱で、民主党政権が福祉
支出から構造改革に転向・回帰す
ることで、民主党政権に構造改革
政治の是正を期待した「地方」や
都市の高齢者層や若者たちは、民
主党政権を見放しました。ＴＰＰ、
消費税引き上げはその決定的な引
き金となりましたが、この層は、
民主党から離れたからといって自
民党に戻るわけにはいきません。
そこで、「第３の道」を切実に求め
ています。
　他方、民主党政権に自民党のし
がらみの政治からの訣別を期待し
た都市中間層も、民主党政権の自
民党以上の官僚依存、何一つ実行
できない政治に不信を募らせてい
ます。このままでは新自由主義は
いつになったら復活するかわから
ず、世界の大勢に遅れをとり、日
本の衰退を招くという危機感です。
　盛り上がる橋下コールは、「第３
の道」を探す反構造改革層のうち
大都市部の人々の幻想と、強力な
構造改革を求める大都市部中間層
の期待が、合流して起こっていま
す。「地方」は橋下氏に期待してい
ませんから、大勝した時の民主党
より支持基盤ははるかに狭いです
が、それでも広範であることは否
定できません。

 

　では、橋下氏は自らへの国民の
期待と幻想にどう応えようとして
いるのでしょうか。
　「維新八策」は、２つの期待のう
ち、大都市中間層の期待、すなわ
ち構造改革の速やかな再稼働の期

[一橋大学名誉教授]
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に強調されています。これが民
主主義の対極にあることはすで
に大阪で経験済みですが、彼の
最大のセールスポイントはここ
です。そのためには参議院はい
らない、知事のような直接選挙
で選ばれた首相が「改革」を強
行できるように、参議院廃止、
首相公選などが憲法改正構想と
して打ち出されています。

　こんなことを強行すれば、あの
小泉改革のあとの、まだ記憶に新
しい被害――餓死・自殺・ネット
カフェ難民などの大量化を再現す
ることが必定です。
　なぜ、橋下氏はこうした急進改
革を今さら掲げて全国政治に打っ
て出ようとしているのでしょうか。
それは次回に検討しましょう。

ることです。「八策」は、自治体
がナショナルミニマムを保障す
るための地方交付税交付金の廃
止を謳っていますが、それが地
方に取り返しのつかない被害を
与えることは明らかです。「八
策」が「給付型公約から改革型
公約へ」といっているのは、国
や自治体は福祉・教育の面倒は
みませんよという宣言ですし、
すべて自己責任だから「自立す
る個人」「自立する地域」なので
す。

②　大企業の活動する市場づくり
が第２の特徴です。徹底した規
制緩和をすすめ、公的責任を縮
小して民間企業の導入、海外の
大資本や労働力を呼び込むため
のＴＰＰ、労働力の流動化、保
護打ち切りによる衰退産業の淘
汰、企業活動の拡大のための道
州制などがそれです。この基盤
づくりには、カネも投入しよう
というわけです。彼が力説して
きた「関西州」「大阪都構想」の
全国版です。

③　大企業の自由な市場秩序維持
のための日米同盟が、ＴＰＰと
並んで打ち出され、大企業本位
の世界秩序づくりがめざされて
います。大阪府知事時代にはい
わなかった点です。

④　新自由主義改革を促進するた
めの効率的で強権的な意思決定
体制づくりが、「決定でき、責任
を負う民主主義」という名の下

待に応えるべく打ち出されたもの
です。大阪府知事選の場合は、橋
下氏は２つの期待のそれぞれに応
える意欲をもっていましたが、全
国に打って出る段階では、反構造
改革など、はなからやるつもりは
ありません。「第３の道」どころか、
大企業の切望する「第１の道」を
掲げ、しかも民主・自民ではでき
ない強力な改革の実行力をウリに
することで、橋下氏は新自由主義

・・・・・

改革大連立
・・・・・

のカナメに座り、政権
の一角、あわよくば首相の座を射
止めたいとねらっているのです。
（にもかかわらず、反構造改革層が橋下氏に
幻想をもつのは、原発再稼働反対と消費税
です。これは次回に説明しましょう。）

　「維新八策」は支離滅裂という批
評もありますが、決してそんなこ
とはありません。「八策」は、一貫
した１つの構想、すなわち急進新
自由主義の構想を打ち出していま
す。これは財界が十数年来主導し、
小泉政権が掲げて強行した路線で
す。その古臭い旗にふたたび期待

・・・・・・・・・・・

が集まっている点にこそ、橋下現
・・・・・・・・・・・・ ・・・

象の深刻さ
・・・・・

があるのです。
　「八策」はグローバル企業の活力
を解放し、市場を提供して、その
繁栄で日本の立て直しを図ろうと
いう構想です。
①　「八策」は、大企業の負担軽減
のために、まず徹底した「小さ
な政府」を標榜します。それに
は、国や自治体の社会保障や教
育、地方への関与を止めてしま
うことが必要です。そうするこ
とで社会保障費、教育費、それ
に地方財政支出の大幅カット、
そして、公務員の削減が可能と
なるというのです。とくに橋下
氏が強調するのが、自治体財政
を搾り上げて、自治体自身に福
祉や教育からの撤退を強要し、
「小さな自治体」づくりをすすめ

クレスコ編集委員会・全日本教職員組合編集
月刊『クレスコ』５月号より転載（大月書店発行）

わたなべ・おさむ
１９４７年生まれ。専門は政治学、憲法、日本近代政治史。
著書に『新自由主義か新福祉国家か―民主党政権下の日
本の行方』（共著、旬報社）、『憲法９条と２５条・その力
と可能性』（かもがわ出版）、『構造改革政治の時代―小
泉政権論』（花伝社）、『憲法「改正」―軍事大国化・構
造改革から改憲へ』、『安倍政権論―新自由主義から新保
守主義へ』（旬報社）ほか多数。



原子力にかけた幻の夢

　私は原子力発電をどうしても研究したいと考え、
大学に進学の際に、工学部原子核工学科を選びまし
た。私が大学に入学したのは１９６８年で、その当時、
日本あるいは世界が原子力にどのような夢を描いて
いたのか。それを示す新聞記事を１つ、ご紹介しま
す。１９５５年１２月３１日付東京新聞に掲載された記事で
す。
「さて原子力を潜在電力として考えると、まったくと
てつもないものである。しかも石炭などの資源が今
後、地球上から次第に少なくなっていくことを思え
ば、このエネルギーのもつ威力は人類生存に不可欠
なものといってよいだろう」
　その頃は、私自身もそのとおりだと考えていまし
た。化石燃料はいずれは底をついてしまうのだから、
原子力で人間の未来を支えようと考え、大学に入り
ました。会場の中には、まだこういった宣伝を信じ
ている方もおられるかもしれません。しかし、これ
からお話しますが、これはまったくの嘘、偽りでし
た。
　この新聞記事には後半があります。とても面白い
記事なので、読んでみます。
　「電気料は２千分の１になる」。このように原子力
による電気は値段がつかないような安い料金になる
と当時宣伝されていたのです。私もそう考えていま
したが、今ではこんなことを誰も信じないと思いま
す。記事にはさらに続きがあります。「原子力発電に
は火力発電のように大工場を必要としない。大煙突
も貯炭場もいらない。また毎日石炭を運び込み、た
きがらを捨てるための鉄道もトラックもいらない。
密閉式のガスタービンが利用できれば、ボイラーの

水すらいらないのである。もちろん山間へき地を選
ぶこともない。ビルディングの地下室が発電所とい
うことになる」
　全部間違いです。原子力発電所は火力発電所に比
べて小さくすむはずがありません。巨大な工場が必
要でしたし、決して都会に建てることはできず、山
間へき地を選んで立てられました。ビルの地下室へ
の建設が可能なら京都にだってつくれたはずです
が、残念ながらと言いますか、事実として京都には
原子力発電所は１つもありません。

効率の悪い巨大な湯沸かし装置

　ここで、原子力発電の仕組みについて、火力発電
と比較して触れておきます。【図１】の左下に火力発
電所の模式図があります。火力発電所では配管の中
に水を流します。配管の外側から石炭、石油、天然
ガスを燃やし、この水を温めます。水は沸騰し蒸気
になりその力でタービンと呼ばれる羽根車を回し、
それにつながっている発電機で電気を起こすという
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【図１】

　本稿は、東日本大震災および福島第一原発事故から約１年を迎え、２０１２年３月１０日に開催した「バイバイ原発３・１０京都」
における小出裕章氏（京都大学原子炉実験所助教）の講演要旨である。
　なお、本稿は小出氏承諾のもと、協会の責任でまとめたものである。

小出裕章講演会 抄録

福島原発事故の真福島原発事故の真実実～～事故がつきつけた原発の危事故がつきつけた原発の危険険～～



仕組みです。
　一方の原子力発電所はどうなっているか。模式図
の真ん中に繭のような形の構造物があります。これ
は原子力圧力容器、鋼鉄製の圧力釜です。福島第一
原子力発電所の圧力釜は、直径５メートル、高さが
２０メートル、鋼鉄の厚さは１６センチもありました。
圧力釜に水を張りウランがつけてあります。このウ
ランを核分裂させて熱を起こし、その熱で水を沸騰
させて蒸気を起こしタービンを回す。そして、それ
とつながっている発電機で電気を起こすというのが
原子力発電所の仕組みです。つまり原子力発電も、
要は湯沸かし装置ということなのです。

　火力発電所は都会にもたくさん建設されているの
に、原子力発電所はなぜ都会に建設できなかったの
でしょうか。それは、そこで燃やしているものがウ
ランだからに他なりません。ウランを燃やせば核分
裂生成物という放射性物質が否が応でもできてしま
います。これをつくらずにウランを燃やすことはで
きません。核分裂生成物は放射性物質であるために、
生命体に対して圧倒的に危険なものとなります。こ
れが都会に建設できない理由です。
　では、原子力発電では、どれだけのウランを燃や
し、核分裂生成物をつくっているのでしょうか。今、
私は原子力発電所は湯沸かし装置だと言いました。
お湯を沸かし蒸気の力で機械を動かすことを蒸気機
関といいます。原子力発電所はたいへん効率の悪い
蒸気機関です。熱効率、つまり発生した熱のうち使
える熱は約３３％しかなく、残り６７％ははじめから使
えません。今日、１００万キロワットが原子力発電所の
標準的な規模ですが、これは電気になっているのが
１００万キロワットということです。つまり原子炉の中
の発熱量は３００万キロワットです。これだけの熱を出
すためには毎日約３キログラムのウランを核分裂さ
せなければなりません。
　３キログラムというと片手で持てるくらいで、た
いした量ではないと思われる方もあるかもしれませ
ん。しかし、これはたいへんな量で、たとえば広島
原爆で核分裂したウランの量は８００グラムでした。こ
れだけの量で広島の町は壊滅してしまったのです。
長崎原爆で使われたのはプルトニウムでしたが、こ
ちらの場合１１００グラムでした。１００万キロワットの原
子力発電所では毎日、広島・長崎原爆の３～４発分
に相当する核分裂反応が行われているということに
なります。この量のすごさを想像できるでしょうか。

　京都の北、若狭湾には現在１４基の原子力発電所が
あります。そのすべてが１００万キロワットの発電量で
はありませんが、１４基すべてで、毎日広島・長崎原
爆を３発から４発分を爆発させながら電気を生み出
していることになります。１基で毎日３キロですか
ら年間１トンあまりです。日本には原子力発電所が
５０基以上、世界には４百数十基もあるのです。
　このようなペースだと、地球上のウランはすぐに
枯渇してしまうことが簡単に想像できるでしょう。
　こうしたことはとうの昔からわかっていた。原子
力が未来のエネルギーにはならないということもは
じめからわかっていたことなのです。

地下に眠る資源がどれだけあるか

　地下に眠る資源がどれだけあるか。再生不能エネ
ルギー資源の埋蔵量を【図２】に書き出しました。
再生不能とは、地下から掘り出して使用すれば、な
くなってしまうエネルギー資源のことです。また、
埋蔵量には究極埋蔵量と確認埋蔵量とがあります。
究極埋蔵量は、地球上にその物質がどれだけあるか
ということを示したものです。たとえば石炭は地下
深くに眠っています。坑道を掘って、労働者が降り
ていき、そこから掘り出さなければなりません。莫
大なエネルギーとお金がかかり、危険も伴います。
だからこの埋蔵量は全部掘れるわけではありませ
ん。いま現在の技術力で、経済的に引き合うだけの
埋蔵量のことを確認埋蔵量といいます。この確認埋
蔵量は技術力が上がり、以前は掘れなかった地下深
くまで掘れるようになると、増えていくことになり
ます。もしかしたら究極埋蔵量全部を使えるように
なるかもしれません。
　一番たくさんある資源は、究極埋蔵量、確認埋蔵
量ともに石炭です。石炭のこの四角が何を意味して
いるかおわかりいただけるでしょうか。【図２】の右
上にあるたいへん小さな四角を見てください。この
四角は、世界の年間総エネルギー消費量です。値で
いうと０.４となります。単位は【１×１０の２１乗Ｊ】で
す。石炭の確認埋蔵量だけで２５.９で、現在の人類の
エネルギー消費量の６０年から７０年分はあるというこ
とになります。私も含めて今この会場にいらっしゃ
るみなさんのほとんどは、６０年７０年後にはいなくな
っていることと思います。石炭だけでそういった未
来までもつのです。さらに、究極埋蔵量まで使える
ようになれば、８００年分あることになります。石炭は
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かなり豊富な資源なのです。
　次に多い再生不能エネルギー資源は、天然ガスで
す。天然ガスは３０年ほど前まではほとんど資源と認
められていませんでした。それが最近になり、天然
ガスが大変、利便性の高い資源であることが判明し、
都市ガスはどんどん天然ガスに代わりました。新し
いガス田も次々に開発されています。資源の大きさ
も上がっており、今や石炭に次ぐ資源になっていま
す。【図２】に示した天然ガスの四角の大きさは、今
後さらに大きくなっていき、石炭と同じくらいの大
きさになるだろうという予測です。つまり、天然ガ
スだけで人類の数百年分の需要をまかなうだけはあ
ることを意味します。
　その他、石油、最近になって使われるようになっ
てきたオイルシェールタールサンドという資源もあ
ります。これらはすべて化石燃料です。
　さて、一番はじめにご紹介した新聞記事によると、
化石燃料は枯渇してしまうため、いずれは原子力に
移行しなければならない、ということでした。では
原子力の資源であるウランは地球にどれだけあるの
でしょう。【図２】を見てください。これだけしかあ
りません。詐欺だと思いませんか。化石燃料はその
うち底をつく。未来は原子力にあると言われてきま
したし、おそらくみなさんの多くもそれを信じ込ん
でこられたと思います。私自身も一時期そう信じて
いました。でもそれはまったくの嘘だったのです。
こんなものに人類の未来を託すなんてことは、はじ
めから間違いだった。間違いとわかったなら、それ
を改めればよいのですが、残念ながら日本の国も電
力会社もまったく改める気はないようです。

大量に必要とされる燃料と大量に生み出され
る放射性物質

　次の【図３】をご覧ください。左の小さな四角は、
広島原爆で燃えたウランの量８００グラムを表します。
８００グラムのウランが燃えたということは、８００グラ
ムの核分裂生成物ができたということです。これに
対して原子力発電所１基でどれだけのウランを燃や
すかというと、先ほどご説明したように年間約１ト
ンを燃やします。これは２つのことを意味します。
１つは、原子力発電所には大量のエネルギーを必要
とするということ。もう１つは、大量の放射性物質
を生み出してしまうということです。

　この大量の放射性物質が環境に放出されると多大
な被害を引き起こしてしまうことは、周知の事実で
した。原子力推進派の人たちも、多大な被害が出る
だろうということを知っていたのです。そこで彼ら
推進派が何をしたかというと、原子力発電所や核燃
料施設を都会にはつくらないようにした、というこ
とです。
　原子力発電所をつくる際には、国が厳重な安全審
査を行います。安全性を確認し、確認できなければ
建設を認めないとしてきました。そして国は、安全
であることを認めさせるために様々な仕組みをつく
りました。一番重要な仕組みは、「原子炉立地審査指
針」です。この指針に合致しなければ立地を認めら
れません。指針に記載されている内容は次の通りで
す。

１　原子炉の周囲は、原子炉からある距離の範囲内
は非居住区域であること。

２　原子炉からある距離の範囲内であって、非居住
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区域の外側の地帯は、低人口地帯であること。
３　原子炉敷地は、人口密集地帯からある距離だけ
離れていること。

　もとから、都会には原子力発電所をつくってはい
けないということが、記載してあるのです。みなさ
んにとって幸いなことに、京都には原子力発電所は
決してできません。結果、若狭湾に建設し、長い送
電線を敷いて、電気を京都・大阪・神戸に送ってい
るということになります。

原子力発電所、核燃料施設は過疎地に押し付
けられた

　原子力発電所はどのようなところに建設されたの
かを示したものが、次の【地図４】です。一番はじ
めが東海村でした。その後日本全国に建設されまし
た。
　日本で一番電気を使用するのは東京ですが、東京
湾にはついに１基もつくることはできませんでし
た。名古屋を中心とする伊勢湾、大阪・神戸のある
大阪湾にもつくることはできませんでした。そして
今、青森県六ケ所村に、１年をかけて原子力発電所
が環境に放出する量の放射線を、１日ごとに放出し
てしまう再処理工場をつくろうとしています。昨年
の事故が起こるまでは、さらに原子力発電所を新設
しようという計画もありました。１つは下北半島の
最北端の大間、もう１つは山口県の上関です。
　次に、関東地方の【地図５】をご覧ください。色
のついた範囲が東京電力が給電している範囲です。
東京電力はたくさんの火力発電所を東京湾に建設し
ています。飛行機で羽田空港に向かう際に東京湾を
見ると、湾のいたるところに火力発電所があること
がわかります。これは当然のことで、電気を大量に
使う地域の中に発電所を建てるのが一番効率がよい
からです。
　では、世界最大の原子力発電所の保有会社でもあ
り、世界最大の電力会社である東京電力の原子力発
電所はどこにあるかというと、福島にあります。福
島は東京電力の給電範囲とは無関係です。東北電力
が給電の責任を負っている地域に、東京電力がわざ
わざ原子力発電所をつくり、そこから長い送電線を
敷いて電気を送りつづけているのです。東京電力は
福島以外にも原子力発電所を持っています。新潟県
の柏崎刈羽原子力発電所です。ここには７基あり、

１カ所の原子力発電所としては世界最大です。新潟
県も東京電力の給電範囲ではありません。

福島原発事故　現在進行中

　さて、今も福島原発事故が進行中です。この【写
真６】は、おそらく何度も目にされたことがあるも
のだと思います。
　写真の上から下へまっすぐに延びている建物はタ
ービンと発電機が入っているタービン建屋です。原
子炉は、その左に建っています。一番上にあるのが
１号機。爆発で建物が吹き飛び、上部が骨組みだけ
になっているのが見てとれます。その下にあるのが
２号機です。建屋の姿はまだ残っていますので、２
号機は無事だったと思われるかもしれませんが、政
府の説明によると、この２号機こそが最大の破壊を
受けています。さらに、その下にあるのが３号機で
す。写真で見る限るボロボロです。骨組みすらも崩
れ落ちています。そして一番下にあるのが４号機で
す。これも骨組みだけの状態であることがわかりま
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す。この４号機は他と比べて少し変わった壊れ方を
しています。上部が壊れているだけでなく、下部に
も穴が空いていることに注意してください。この４
号機の壊れ方の意味するところは後で触れたいと思
います。

止めることのできない崩壊熱

　原子力発電所がなぜこのように壊れてしまったの
か。原子力発電所という機械はいついかなるときも、
冷やし続けないと壊れてしまうものです。先ほど私
は、原子力発電所は性能の悪い蒸気機関だといいま
した。利用できる熱は３分の１しかないからです。
　この【図７】をご覧ください。電気出力１００万キロ
ワットの原子力発電所では、全体で３００万キロワット
の熱をつくりますが、電気として使えるのは３分の
１の１００万キロワットにしか過ぎません。残りの３分
の２は海に捨てています。日々、広島原爆の何発分
ものエネルギーで海を暖めているのです。このこと
だけでも私は原子力をやめるべき理由になると考え

ています。
　この３００万キロワットいう熱は、すべてウランが燃
えて出ているのかというと、そうではありません。
原子力発電所が稼働し発生する３００万キロワットの
熱のうち、ウランが核分裂してできる熱は２７９万キロ
ワットです。残りの２１万キロワットは、崩壊熱と呼
ばれるものです。
　原子力発電所でウランが核分裂を起こすと、核生
成物が原子炉の中にできます。１年間で広島原爆
１０００発分以上の核分裂生成物、つまり放射性物質が
できるということになります。２、３年もすれば数
千発という放射性物質が原子炉の中にたまってしま
います。放射能とは放射線を出す能力を意味する言
葉ですが、放射線というのはエネルギーの塊です。
つまり放射性物質がここにあるというとは、そこか
らどんどん熱が出てくることを意味します。これが
崩壊熱といわれるもので、放射線が出す崩壊熱は止
めることはできません。
　たとえば、自動車を時速５０～６０キロで運転中に、
車に異常が発生したとしましょう。普通は急いでブ
レーキを踏み、停車しようとします。そしてエンジ
ンを切るでしょう。ブレーキを踏んでから車が停止
するまで何メートルかは走りつづけるでしょうが、
必ず時速０キロになり、停車します。原子力発電所
の場合、何か異常が起こったとき、原子炉に制御棒
を入れウランの核分裂反応を止めること自体は、比
較的簡単にできます。しかし、崩壊熱を止めること
はできません。原子炉の中に放射性物質が入ってい
る限り何をしても止めることはできないのです。車
を運転中、異常に気づいてブレーキを踏みエンジン
を止めても車自体は動きつづけるといった状態で
す。町中でも山の中の崖道でも走りつづけるしかあ
りません。
　２１万キロワットいう発熱がどういうものか、想像
していただけるでしょうか。おそらくみなさんのご
自宅には、電熱器、電気ポット、電気ストーブとい
ったものがあると思います。こうした電気製品の発
熱量はせいぜい１キロワットです。そういうものが
２１万個原子炉の中にあり、止めることができず発熱
しつづけるという状態です。
　この崩壊熱を冷やさない限り、原子炉は壊れてし
まいます。冷やすためにはどうするか。水をかけま
す。水を循環させて冷やしますが、そのためにはポ
ンプが必要となります。ポンプを動かすためには電
気が必要ですが、今回の事故ではこの電源がすべて
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失われてしまいました。
　巨大地震が起こってすぐ、制御棒を入れて運転自
体は停止しました。したがって自分で発電すること
はできません。その場合には、外部から電気を供給
することになっていたのですが、地震により送電線
が全部壊れてしまっていました。このような事態が
起きた場合、対処として、発電所内に何台も用意し
てある非常用のディーゼル発電機から電気を求める
ことになっていました。だから、どんな事態になっ
ても原子力発電所の安全性は保たれるというのが、
これまでの政府、電力会社の説明だったのです。と
ころが、津波によりディーゼル発電機と発電用の重
油タンクも流されてしまい、こうしていっさいの電
源を失ってしまって起こったのが今回の事故でし
た。
　本日のこの会場で今、電気を消すと真っ暗になり
ます。しかし、扉を明けて街の明かりを取り込めば
何とか見えるくらいにまではなるでしょう。ところ
が、先ほどもお話したように、原子力発電所は周囲
に何もないところにつくられており、真っ暗闇です。
当然中央制御室もいっさいの電気を失い、真っ暗の
中で対策に当たらなければなりませんでした。真っ
暗なだけではありません。放射線も充満した中で作
業しなければなりませんでした。作業員は何とか事
故を収束させようとしました。防護服、防護マスク
をつけ、懐中電灯の明かりをたよりに苦闘をつづけ
ました。しかし、いかんせん何もできない。そして
次々に原子炉建屋が爆発してしまう事態へと陥りま
した。

４号機の使用済燃料プールはどうなっているか

　この【写真８】は３号機と４号機です。３号機は
爆発により骨組みも吹き飛び、形すらとどめていま
せん。４号機も大きく壊れていますが、壊れ方に少
し違いがあります。３号機では、原子炉建屋の最上
階、つまり２階に相当する部分だけが吹き飛んでい
ます。そして、その下の壁はまだ残っています。体
育館のようなものを想像していただけるとわかりや
すいかもしれませんが、原子炉建屋の構造は上部に
ものすごく高い空間をもつ、オペレーションフロア
と呼ばれるところがあります。３号機で吹き飛んで
いるのはその空間部分です。
　ところが４号機の壊れ方は違います。３号機同様
上部のオペレーションフロア部分が吹き飛んだだけ

でなく、さらにその下の階の壁も吹き飛んでいます。
これは何を意味するのか。
　原子炉建屋の断面を表した【図９】を見てくださ
い。真ん中の繭のような構造物が原子炉圧力容器で
す。中にはウランがあり、ここで核分裂を反応させ
熱を起こし、その蒸気で発電をしていました。事故
により、下から制御棒を入れることでウランの核分
裂反応は停止しました。しかし、崩壊熱が出つづけ
ますので、圧力容器の水は沸騰しつづけ、ついには
なくなり、燃料棒がむき出しになって溶け落ちてし
まいました。事故時、どんなことをしてでもこの炉
心を冷やさなければならなかったのですが、水を送
るポンプが電源を失ったため動かすことができなか
ったのです。
　もう一つ重大な点があります。原子炉では圧力容
器内でウランを燃やし、熱を出しつづけます。とこ
ろが、ある期間燃やしつづけるとウランは燃えなく
なります。そして使用済燃料、つまり膨大な量の放
射能の塊ができることになります。これまで、使用
済燃料棒は格納容器から取り出され、隣の使用済燃
料プールに移していました。この使用済燃料プール
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の底には大量の使用済燃料が貯まっています。もち
ろん、使用済燃料プールでも崩壊熱が出つづけてい
るので、これも冷やさなければなりません。しかし、
事故後、冷やすことができず、おそらくここでも何
がしかの破壊が起きているのではないかと、私は考
えています。
　燃料内にはジルコニウムという金属が閉じ込めら
れています。燃料が破壊されることにより、このジ
ルコニウムが水と反応して大量の水素を発生させ、
オペレーションフロアで爆発したのです。ところが、
４号機の写真を見ると、下の階まで飛ばされ、穴が
空いていることがわかります。使用済燃料プールが
埋め込まれている階までが破壊されているのです。
４号機の使用済燃料プールの底には１３３１体の使用済
燃料が沈められていました。４号機の原子炉内には
５４８体の燃料しか入りませんので、２.５倍に相当する
使用済燃料つまり膨大な放射能の塊が、破壊された
階のプールにあります。このプールが今後破壊され
てしまうと、放射能を閉じこめるいっさいの防壁が
ない状態になり、大量の放射性物質が大気中に噴き
出してしまうことになります。
　２０１１年１２月、野田首相は「事故収束宣言」を出し
ました。とんでもないことだと思います。今でもこ
の地域には大きなものから小さなものまで、多くの
余震が起きています。４号機の使用済燃料プールが
崩壊したら、もうおしまいです。そういう危機と隣
り合わせで私たちは生活しているのです。
　もちろん、東京電力はこの危機を認識しており、
何としてでもこの４号機の使用済燃料プールを守ら
なければならないと、耐震補強工事を行いました。
しかし、この現場には近づくことすらできない状況
です。当然工事をゆっくり行うことはきでません。
耐震補強工事がどこまでできているのか、非常に不
安を感じています。

死んだ人はいないと言うけれど…

　今後のことも大変ですが、これまでにも大変な被
害が生まれています。原子力を推進する人たちの中
には、「大変だと言うけれども、死んだやつはいない
じゃないか。たいしたことじゃないよ」という人が
いるそうです。驚くべき発言です。
　こうした発言を行う人たちは、次の事実について
何と答えるのか。ここに毎日新聞２０１１年４月２６日付
の記事があります。次のようなことが書かれていま

す。
　原子力発電所が立地している大熊町に双葉病院と
いう大きな病院がありました。発電所から約４キロ
離れたところです。事故直前まで病院には約４００人の
患者が入院していました。事故により原子炉が次々
に爆発し、放射線量が上がっていき、もう逃げるし
かないという状況でした。病院関係者たちは入院患
者を、ベッドあるいはストレッチャーに乗せたまま、
車に乗せて何とか避難させようとしました。しかし、
逃げる途中たくさんの患者が死亡してしまいまし
た。また、連れ出すことができない患者は病院に置
き去りにするしかなかったのです。この病院だけで
４５人が死亡したということです。おそらくこういっ
たことは別の場所でもあったのではないでしょう
か。
　また、ある酪農家は牛舎に「原発さえなかったら」
と書き残して自死しました。自分の畑でつくったキ
ャベツが放射線まみれになってしまった農民は、そ
のキャベツ畑でやはり自死しました。さらに、避難
所ではたくさんのお年寄りが亡くなっています。

　死んだのは人間だけではありません。政府は事故
直後、周辺３キロメートルに住む人たちに避難指示
を出しました。万一のことを考え、バスを差し向け
避難所に避難してくださいと指示しました。住民は
指示に従い避難しました。しばらくして政府は、今
度は１０キロメートルに住む住民にも避難を勧告し、
さらには、２０キロメートルの住民にも避難指示を出
しました。住民の多くは、この避難はあくまでも万
一のことを考えた一時的な避難だと考えていまし
た。住民の中には酪農家もいましたが、みんな家畜
などはおいて逃げたのです。政府は、最後には３０キ
ロメートルの住民に対して自主避難しろと言い出し
ました。
　酪農家にとって牛は家族です。１頭１頭に名前が
ついています。朝起きると牛の名前を呼び、体をさ
すり食事を与えます。一緒に生活してきた生き物で
す。放置してきてしまったことがいたたまれなくな
り、なかには防護服を着けて牛に餌をやるために戻
った酪農家もいますが、ほとんどの牛たちは牛舎に
閉じこめられたままです。逃げることもできず、次々
と死んでいきました。もちろん、牛だけではありま
せん。馬も囲われたまま死んでいきました。犬や猫
などのペットもそうです。
　いったい彼らにどんな罪があったというのでしょ
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うか。原子力発電の建設の決定、事故の発生につい
て何の関係もない生き物たちが、なぜこのように死
んでいかなければならないのでしょうか。
　原子力発電所があった双葉町には、こんな巨大な
看板があります。「原子力、明るい未来、エネルギー」。
裏にはこう書かれてあります。「原子力、正しい理解
で豊かな暮らし」。原子力は危険だと主張する連中が
いるが、そんなやつの言い分に耳を貸してはいけな
い。国も東京電力も原子力は絶対安全だと言ってい
るのだ。その言い分を正しく理解したら、町には山
ほどお金が落ちてくる。それで豊かな暮らしをしよ
うではないか。そういってこの町は生きてきたので
す。ところが、事故は起きてしまい、この町は無人
になりました。取り残されたペットたちと、囲いか
ら逃げ出した牛たちがさ迷っているだけです。
　こういったペットたち、牛たちは汚染地帯にいる
ので、放射線で汚れています。そんな生き物が外に
出てきては困ると、政府は殺りくするよう指示を出
しています。実に人間とは、愚かといいますか、残
酷、無情な生き物だと痛感いたします。

日本は法治国家か

　さて、今回の事故で放出された放射線はどれだけ
の量になるのでしょうか。
　政府がＩＡＥＡ（国際原子力機関）に報告した報
告書があります。その内容を【図１０】で示しました。
核分裂生成物の中で一番危険なセシウム１３７が大気
中に放出された量です。左下の小さな四角は、広島
原爆が大気中に放出したセシウム１３７の量です。これ
に対し、福島第１原子力発電１号機が大気中にばら
まいたセシウム１３７の量は、その６～７発分です。２
号機は、さきほど見ていただいた写真では建屋がま

だ残っているかのようでしたが、この２号機こそが
もっとも多くセシウム１３７を放出しています。３号機
もこれだけの量を放出しています。大気中に放出さ
れた量を全部合わせると、広島原爆の１７０発分に相当
します。
　しかし、これらの値は日本の政府が公表している
ものです。私はこの数字は過小評価だと考えていま
す。日本政府は今回の事故を起こした最大の犯罪者
です。犯罪者が自らの罪を重く申告するはずがあり
ません。なるべく小さく申告するものです。
　世界各国の研究者が様々な放出量の数値を出して
いますが、政府の言うような小さな数値を出してい
る研究者はいません。ほとんどの研究者はこの２倍
から３倍と算出しています。つまり広島原爆がばら
まいたセシウム１３７の数百発分を、すでに大気中にば
らまいてしまったということになります。これとは
別に、おそらく同量の放射性物質を海にも放出して
しまっています。
　これだけの放射性物質をばらまいて今どんな状況
になっているか、政府が公表している数値が、次の
【図１１】です。

　ところで、私は京都大学の原子力実験所で働いて
います。京都大学といっても、実験所は京都にはな
く大阪府泉南郡熊取町というところ、和歌山との県
境近くにあります。なぜそんなところにあるかとい
うと、ここには小さな実験用の原子炉があり、原子
炉は人が多く住んでいる地域につくってはならない
という決まりがあるからです。ほぼ５０年前のことで
当時はここは過疎地でした。
　私は法令で放射線業務従事者との認定を受け、実
験所で放射線を扱う仕事をしています。一般の人は
年間１ミリシーベルトを超える被曝をしてはいけな
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い、させてはいけないと法律で定められています。
これに対し、私のような放射線業務従事者はその２０
倍、年間２０ミリシーベルトまでの被曝を認められて
います。
　仕事柄どうしても放射線を扱うことがあります。
そのときは実験所内にある放射線管理区域と呼ばれ
るところに入ります。みなさんが放射線管理区域に
接する場は唯一病院だと思います。Ｘ線撮影室、Ｃ
Ｔ撮影室です。病院のそういう場所を想像してくだ
さい。入口には「関係者以外立ち入りを禁ずる」と
いう張り紙があります。あるいは妊娠の可能性のあ
る方は必ず医者に知らせるよう注意書きがありま
す。
　いったん放射線管理区域に入ると、わたしは水を
飲むことも食べ物を口にすることも許されません。
寝ることも許されません。子どもを連れて入るなん
てもってのほかです。仕事を終え、外に出るときも
簡単ではありません。放射線を使う仕事をしたわけ
ですから、着ている実験着、持ち込んだ実験道具、
場合によっては私自身の手が汚れているかもしれま
せん。汚れた状態で外に出てしまうと、一般の人を
被曝させてしまうことになります。したがって、放
射線管理区域から出るときは、汚れていないことを
測定することが法律で決められています。そのとき
の基準は１平方メートル当たり４万ベクレルです。
　さて、先ほど示した【図１１】の青い範囲は１平方
メートル当たり６万～１０万ベクレル、くすんだ緑の
範囲は３万～６万ベクレルに汚染されていることを
意味します。大地そのものが汚れているのです。こ
れまでの日本の法律を適用すれば、福島県東半分を
中心にして、宮城県と茨城県の南部・北部、さらに、
栃木県、群馬県と千葉県の北部、新潟県、埼玉県と
東京都の一部地域を、放射線管理区域にしなければ
ならないほどの汚染を受けたということがわかりま
す。法律に照らせば無人にしなければならない、放
棄しなければならないほどの汚染です。
　日本は法治国家です。法律を守るのは国家の最低
限の義務です。一般の人は年間１ミリシーベルトを
超える被曝をしてはいけないという法律がありま
す。管理区域から出るときには、１平方メートル当
たり４万ベクレル超のものは外に持ち出してはいけ
ないという法律もあるのです。仮に私がその法律を
やぶりだれかを被曝させたら、私は処罰されます。
しかし、政府は膨大な区域を放射線管理区域以上に
汚してしまったにもかかわらず、事故後これらの法

律を反故にしてしまいました。
　チャップリンという映画監督がいます。たくさん
のすぐれた作品を残してくれました。その中に「殺
人狂時代」があります。映画の中でチャップリン演
じる主人公はこう言っています。「一人殺せば、悪党。
百万人殺せば、英雄」。今の政府はもちろん英雄では
ありませんが、何の責任もとらず、これからも原子
力発電を推進する方針を打ち出している。実にたい
へんな時代になったと思います。

遺伝情報への被害

　放射線は私たち生き物からすれば、とてつもなく
手ごわい相手です。
　地球には７０億人の人間がいますが、誰一人として
同じ人間はいません。１人ひとりの遺伝情報が異な
るからです。人間の体は６０兆個の細胞でできている
そうです。１人の人間のどの細胞を切り取ってみて
も、その遺伝情報、ＤＮＡは同じです。その遺伝情
報が、たとえば私の中で正確に複成されているから
私という人間は生きていられるのです。一番の始ま
りは万能細胞と呼ばれるたった１つの細胞です。父
親の精子と母親の卵子とが合体して生まれた、たっ
た１つの細胞です。このたった１つの細胞が細胞分
裂で２つになり、それがまた４つになるというよう
に、遺伝情報を正確に複成していくことで、生き物
の体が形成されていきます。命というのは実に不思
議なものだと思います。
　命をつくっている遺伝情報は、分子つまり水素、
酸素、炭素がお互い結びついて成り立ち、遺伝情報
を維持しています。それらの分子が結合しているエ
ネルギーはどれほどのものかといいますと、数ｅＶ
（エレクトロンボルト）です。ｅＶとは非常に微小な
エネルギー単位です。この測定することすら難しい
エネルギーで、地球上のすべての生き物の命が支え
られているのです。
　これに対して、放射線のエネルギーとはどれほど
のものか。たとえば病院で受けるＸ線撮影のエネル
ギーは１０万ｅＶです。Ｘ線撮影はたしかに便利です。
どこの骨が折れているのか、どこにがん細胞がある
のかが判明します。しかし、撮影時に私たちは被曝
をすることになります。遺伝情報の数万倍のエネル
ギーが体内を突き抜けていき、その人の遺伝情報は
ずたずたにされてしまうことになります。したがっ
て、医療のための被曝でさえ、私はどうしても必要
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なとき以外はすべきではないと考えています。
　先ほど紹介したセシウム１３７はガンマ線というエ
ネルギーを出しますが、そのエネルギーは６６万１０００
ｅＶです。遺伝情報を維持しているエネルギーの数
十万倍ということになります。これを大量に浴びれ
ば死んでしまう、あるいは死なないまでもやけどを
したり、髪の毛が抜けたりします。吐き気がしたり
下痢をすることもあります。

専門家の結論─ 
　どんなに微量な被曝でも危険である

　では、このガンマ線を大量に浴びなかったら安全
かというと、そんなことはありません。大量に浴び
て人間の細胞が死んでしまえば、その人間自身も死
んでしまいます。細胞が死なない程度の被曝だとし
ても、遺伝情報は傷を負い、その状態で複製され続
けることになります。そして長い研究の結果、傷つ
けられた遺伝情報からがん・白血病になる可能性が
あることがわかってきました。
　ここに１つの報告書があります。ＢＥＩＲ―Ⅶ報
告です。ＢＥＩＲとは米国科学アカデミー研究審議
会 の「電 離 放 射 線 の 影 響 に 関 す る 委 員 会
（Committee on the Biological Effects of Ionizing 
Radiation）」の略です。ＢＥＩＲは長期間、放射線
の被曝の影響を研究しています。この委員会が２００５
年に公表した７回目の報告では、次のように記載し
ています。
「利用できる生物学的、生物物理学的なデータを総合
的に検討した結果、委員会が以下の結論に達した。
被曝のリスクは低線量に至るまで直線的に存在し続
け、しきい値はない。」
　たいへん明確な結論です。しきい値がないとは、
これ以下であれば安全だという値がないという意味
です。放射線に関する限り、しきい値なんてものは
ない、被曝とはどんなに微量でも危険だというのが、
ＢＥＩＲの結論です。これが現在の学問の到達点で
す。
　ＢＥＩＲだけではありません。被曝の影響を研究
してきた世界中の研究者、研究機関は一致してこの
結論を支持しています。日本政府はＩＣＲＰ（国際
放射線防護委員会）の勧告にしたがっていますが、
ＩＣＲＰもどんなに微量であっても危険があると明
言しています。政府あるいは原子力を推進している
人の中には、１００ミリシーベルト以下であれば影響は

ない、安全だと発言する人がいますが、これはとん
でもないことです。疫学に限っていえば、危険だと
いう確たる証拠はないというのは本当ですが、生物
学的、生物物理学的データを総合的に検討すれば、
どんな微量でも危険であるというのが学者の一致し
た見解です。
　ではそれはどれくらい危険なのか。次の【表１２】
は被曝基準と、予想されるがん死の発生率を表した
ものです。先ほど私は、平常時一般の人びとは１年
間に１ミリシーベルトを超えてはならないという法
律があるといいました。しかしこの基準は安全量な
のか。安全というわけではありません。２５００人の１
人ががん死することになります。これは裏を返せば、
２４９９人は被害を被らないということになります。そ
れくらいの発生率なら我慢をするしかないというの
が、年間１ミリシーベルトという基準です。私のよ
うな放射線業務従事者は、年間２０ミリシーベルトが
基準ですが、１２５人に１人がいずれがんで死んでしま
います。
　今回の事故で事故収束にあたっている労働者につ
いては、事故収束作業１回につき上限を２５０ミリシー
ベルトにすると、政府が基準を見直しました。この
場合、１０人に１人ががんで死ぬことになります。１０
人に９人は助かるからいいのだという判断をしたの
です。
　先ほど地図を示し、広大な汚染地があることを説
明しました。政府が避難させたのは、年間２０ミリシ
ーベルトを超える地域の住民です。つまり私のよう
な放射線業務従事者という特殊な職業に就く人間よ
りも多く被曝をしてしまうような地域の住民は、避
難させると決めたのです。逆に言うと、１９.９ミリシ
ーベルトまでなら住んでもいいといっていることに
なります。そういった地域に住み続けるとどうなる
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か。子どもの場合、３１人に１人が将来がんで死ぬ運
命を負わなければならなくなります。
　放射線被曝に関して、安全ということはありませ
ん。どこまでなら大丈夫だということもありません。
どこまでなら私たちは受け入れなくてはならないの
か。それが今問われているのだと思います。

本当の被害の大きさ

　福島の人たちは大変です。そこに居続ければ被曝
をしてしまいます。どこかに避難すればすむのか、
という問題ではありません。みんな生活を抱えてい
ます。その土地で長い年月を生きてきているのです。
それらを捨ててどこかに避難すれば、まず仕事を失
うことになり、生活が崩壊してしまう可能性があり
ます。
　家族全員が避難するという選択はあまりにも代償
が大きいので、母親と子どもだけが避難をし、父親
だけが汚染地に残って仕事を続けるという家族はた
くさんあります。多くの苦難を背負わなければ避難
はできません。残れば健康被害を被る可能性が高く
なる。どちらを選べばいいのかわからないという中
で、今も福島の人たちは苦しんでいるのです。

　いったいこの事故による被害の大きさはどれだけ
なのでしょうか。
　まず、膨大な土地が失われます。福島県を中心に
して、東北地方、関東地方の広大な土地が失われて
しまうのです。会場のみなさんの中にも土地を所有
されている方がおられると思います。その土地は売
却することができます。買った人はその土地を使え
る。しかし、汚染した土地については、かりに政府
が買い取ったとしても、何かに使うことはできませ
ん。放棄するしかないのです。政府はこれだけの広
大な土地を放棄するわけにはいかないと、ごくごく
一部の人だけに避難することを認めることにしたの
です。
　取り残された人びとは、その地で生活し被曝し続
けるしかありません。この地域では今も農業、酪農、
林業に携わっている人がいます。その生産物は流通
機構に乗って各地に出回っています。京都でも福島
県産の野菜、牛肉が流通しているはずです。みなさ
んはそれを見たらどうされますか。放射線で汚れて
いるものは食べたくないと思うでしょう。私だって
そう思います。福島県の生産物を避けるようになり、

県の１次産業は崩壊していくことになります。当然
それに伴い、たくさんの生活も崩壊してしまいます。
　こういった被害をどのように金銭に換算して賠償
しようというのでしょうか。どうしていいか、私に
はわかりません。事故を起こした最大の責任は東京
電力にあります。東京電力といえば日本最大の企業
といってもいいでしょう。日本の経済界に君臨し、
政治家やマスコミに金をばらまき、それらを操って
原子力発電所は絶対に安全だと言い続けてきた巨大
企業です。私は何としてもこの東京電力に責任をと
らせたいと思っています。しかし、これだけの被害
の責任をとらせようにもできません。この会社が何
回倒産したってあがない切れるものではないからで
す。
　今政府はその賠償を肩代わりして何とか東京電力
を立て直そうとしていますが、本来日本という国家
が倒産してもあがない切れるような被害でもないの
です。にもかかわらず、いまだに政府は原子力を進
めるといっており、経団連のトップは、原子力をや
めたら日本の企業は弱体化する。早く再稼働させろ
と言っています。あきれた状況と言うしかありませ
ん。

　世界は変わってしまいました。私は先ほど、放射
線管理区域で仕事をしていると言いました。ここに
は放射線があります。たしかに被曝する場所があり
ます。しかし管理区域のほとんどの場所はきれいな
のです。床に寝ても汚れないくらいきれいにしてい
ます。
　先ほど地図をご覧いただいたように、汚染地では
大地そのものが汚れてしまいました。人びとが生活
している場所が、放射線管理区域以上に汚れてしま
っているのです。土地も食べ物も、がれきも下水の
汚泥も、すべてが放射性物質になってしまったので
す。放射線で汚れた世界で生きるしかありません。
他に選択肢はありません。時間を戻すことはできな
いのです。あと残されているのは、こんな事態を許
した大人として、これからどう生きるのかという選
択だろうと思います。

圧力容器内で溶け落ちる炉心

　最後に、これからどうなるか、ということについ
てもお話したいと思います。
　これは昨年暮れ、毎日新聞に掲載された１号機の
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模式図です（【図１３】）。いま現在このような状態にな
っています。真ん中の繭のような形のものが圧力容
器です。その中にあったウランはすでに溶け落ちて
います。圧力容器の中のウランは瀬戸物の形にやき
かためられています。茶わんなどの瀬戸物を熱して
溶かすことができないように、ウランの瀬戸物も
２８００度を超えないと溶けることはありません。しか
し現実には冷やすことができず溶けてしまいまし
た。そしてこの中にはウランが約１００トンあったので
す。１００トンという重さを想像できますか。１０トンダ
ンプ１０台分です。これがすべて溶け落ちたのです。
　溶け落ちた先は鋼鉄製の圧力容器です。厚さが１６
センチあると先ほど言いましたが、鋼鉄は１５００度で
溶けてしまいます。２８００度を超えた１００トンもの瀬戸
物が落ちてくれば、そこには当然穴が空き、下に落
ちてしまうことになるでしょう。落ちる先は格納容
器という放射線を閉じこめる最後の防壁です。格納
容器も鋼鉄製ですが厚さが３センチしかありませ
ん。当然ここにも簡単に穴が空くだろうと予想され
ます。格納容器の下は厚さ１メートルのコンクリー
トの床張りになっています。
　東京電力の説明によると、厚さ１メートルの床張
りのうち、すでに７０センチは壊されているが、あと
３０センチあるから大丈夫だとしています。マスコミ
はその説明をまことしやかに報道しました。私はそ
のニュースを聞いて思いました。「冗談じゃない。お
前はそれを自分の目で見て確認してきたのか」と。
到底、見ることなんてできません。近寄ることすら
できず、測定器もないのです。もとからあった測定
器は次々と故障している状態なのです。
　東京電力の説明によると、計算して安全を確認し
たということですが、計算なんて条件が少し変われ
ば結果が違ってくるものです。床張りはまだ３０セン

チ残っているとしています。場合によっては５０セン
チ残っているかもしれませんが、もしかしたらすで
に突き抜けているかもしれないのです。突き抜けて
いれば、もう放射線を閉じこめる防壁はありません。
私は原子炉建屋の周りに、地下深く穴を掘り、そこ
に防壁を張りめぐらせる必要があると、昨年５月か
ら主張していますが、国も東京電力もやる気配はま
ったくありません。
　もう一つの問題は、使用済燃料プールです。これ
が崩壊する可能性がある。そういう危機的な状態が
いま現在も続いているのです。政府の事故収束宣言
なんて、まったく根拠のないものだということがお
わかりいただけるでしょう。

石棺と核の墓場

　これは、１９８６年４月２６日に事故が起きた、旧ソ連
のチェルノブイリ原子力発電所の【写真１４】です。
あちこちボロボロになっているのがわかります。原
子炉建屋の隣のタービン建屋に巨大な穴が空いてい
るのは福島の事故そっくりといえます。事故により
ここから大量の放射線が放出し、大勢の人びとが被
曝しました。
　そこで、何とかこれを封印しなければならないと、
原子炉全体をおおう石の棺をつくることになりまし
た。何十万人もの労働者、軍人が駆り出され、被曝
作業をして放射線を閉じこめる石棺を完成させまし
た。ところがそれから２５年が経ち、建設した石棺が
ボロボロになってきています。そこで、さらにその
外側に第二石棺を作る作業が進められています。
　チェルノブイリ原発では事故収束のためにもう一
つのことを行っています。事故とその後の石棺工事
のために大量の汚染物が生まれました。それをどう
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処理したかといいますと、発電所近くに核の墓場を
つくったのです。軍用ヘリコプター、軍用車両など
が集められ捨てられています。
　日本もこれからこの問題に直面することになりま
す。壊れた原子炉をどう処理するのか、これから何
十年何百年と続く、たいへん困難な仕事が待ってい
るのです。

事故がなくても悲惨な原子力

　今お話してきたように、原子力というのは、事故
になればたいへん悲惨な状況を生み出します。しか
し、事故にならなくても原子力は途方もなく悲惨な
ものなのです。
　人間は核分裂生成物などの放射性物質をつくるこ
とができるようになりました。しかし、人類はそれ
を消す力を持っていないのです。例え事故が起きな
くても、つくった核分裂生成物は消えることがあり
ません。１００万年にわたってどこかに閉じこめなけれ
ばならないのです。
　いったい日本ではどれだけの放射性物質をつくっ
てしまったかを表したのが、次の【図１５】です。日
本では１９６６年から原子力発電を始め、以後今日まで
四十数年発電してきました。発電量の累積を左の軸
で示しています。約７兆キロワットアワーです。こ
れはすごい量です。これだけの電気を起こしたとい
うことは、これだけのウランを燃やしたということ
でもあり、これだけの核分裂生成物をつくったとい
うことです。その量を右の軸で示しています。１１０万
発となっていますが、これは広島原爆に換算した核
分裂生成物の量です。広島原爆がばらまいた放射線
の１発分だけでも恐ろしいのに、私たちは豊かな生
活をするために、すでに１１０万発分の放射性物質をつ

くってしまっているのです。

高レベル廃物の隔離処分

　この放射性物質は消すことができません。ではど
うするか、いろいろな方法が考えられてきました。
　一番はじめに考えられたのは宇宙処分です。ロケ
ットに乗せて宇宙に捨ててしまおうという案です。
しかし、ロケットはときどき失敗します。もしそう
なったら大変なことになるということで、実現しま
せんでした。次に考えられたのが海洋底処分です。
でもこれも失敗時の被害の大きさを理由に、国際条
約で禁止されました。次の案は氷床処分です。南極
に運んで氷の上に置いてこようという方法です。放
射性物質の塊は崩壊熱を発熱する塊ですから、南極
に置くと氷を溶かしながら沈んでいきます。最後に
は南極の大地に到達するけれども、その頃には上に
は氷が張り、閉じこめてくれるという考えです。し
かし、この案も国際条約で禁止されました。今後人
類が南極を開発することがあるかもしれない。そん
なとき、放射性物質のごみがあればそれができなく
なるという理由からです。
　ということで今、日本は地層処分を行おうとして
います。日本のどこかに深い穴を掘って埋めるとい
う計画です。掘る穴の深さは３００メートルから１０００メ
ートルということですが、深いとはとても言えませ
ん。日本は世界一の地震国です。毎日のようにどこ
かで地震が起きています。その地震の震源地は深さ
何キロ、何十キロのところにあって、岩盤を割って
地表に現れるということもあるのです。３００メートル
から１０００メートルなんて薄皮の表面でしかなく、１００
万年間地震のない地域なんて日本には存在しませ
ん。それを日本政府は行おうとしているのですが、
一方でどの地域の自治体もそれを引き受けることに
および腰となっており、最近になって国内ではなく
モンゴルに埋めようという案も出てきています。本
当にこの国は恥ずかしいことばかりしていると思い
ます。

会社と国家という組織の長さ

　さて、広島原爆の１１０万発分もの放射性物質をつく
ったのは電力会社です。電力会社は巨大企業です。
しかし、電力会社はいずれも戦後になってできたも
のです。現在の９電力会社ができたのが１９５１年です
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から、まだ６１年の歴史しかありません。日本初の電
力会社である東京電灯にしても、創立は１８８６年です
から、それから数えても１２６年です。われわれは電気
がある生活が当たり前と考えていますが、１００年前ま
で日本には電気は存在しなかったのです。
　現在、青森県六ケ所村に低レベル放射性廃物を埋
蔵する施設があります。政府はこの施設で今後３００年
間これを管理しなければならないとしています。ど
うでしょうか。３００年後まで管理することは可能でし
ょうか。そのときには私は死んでいますし、会場の
みなさんも死んでいます。東京電力も関西電力もお
そらくなくなっているでしょう。民主党や自民党も
ありません。３００年後の日本がどうなっているかなん
て誰も想像できないのです。
　一方、３００年前のことだったら調べればわかりま
す。およそ３００年前の１７０２年、この年には忠臣蔵の討
ち入りがありました。もちろん電気なんかない時代
です。忠臣蔵の時代の人たちが、３００年後には人々が
このような生活をしているなんて想像できるはずが
ありません。同じように今の私たちが３００年後を想像
できるはずもないのです。
　政府も、いくら大企業といえど、１会社である電
力会社に３００年間、責任を負う能力はないと判断し、
最終的には国が責任を持つとしました。でも、国も
責任がとれるのでしょうか。
　明治維新からまだ１４４年しか経っていません。現在
世界を一極支配しているアメリカですら、まだ２３６年
しか経っていません。国家なんてこのくらいの歴史
しかないのです。それなのに３００年後までの責任をと
るなんてことがどうして言えるのでしょうか。
　
　私たちの世代が、原子力を進め、それが生み出し
たごみ（高レベル放射性廃物）を、この先１００万年ま
で管理していかなくてはならない。まったく正気の
沙汰とは思えないようなことが現在も進められてい
るのです。

原子力をやめても停電しない

　最後に原子力をやめてもまったく困らないという
ことをお話します。みなさんは、原子力をやめたら
電力が足りない状態で暮らさなければならないと脅
かされています。停電はいやだから、仕方なく原子
力発電の稼働もやむを得ないと思われている方もお
られるかもしれません。しかし、実際には電力が足

りないということは全然ありません。
　【図１６】をご覧ください。５本の帯があります。一
番右が電力会社ではない大企業の自家発電の量で、
左の４本は電力会社の発電量です。水力、火力、原
子力、その他に分け、１年間フル稼働したらどれだ
け電力を起こせるかを示しています。現実にはフル
稼働しているわけではなく、発電所の能力に比して、
水力は２０％、火力は４８％、原子力は７０％です。
　原子力で発電した電力量は、全体の３割を占めて
います。しかし、この３割がなければ困るかという
と、そんなことはありません。火力発電で十分代替
できます。私がこう言うと、国と電力会社はこう反
論します。「それは１年を平均した数字である。電気
というのは貯めておくことができない。一番たくさ
ん使うときに合わせて発電所がいるのだ。そのため
には原子力発電所がないと電気は足りないのだ」
　しかし、この反論も嘘です。次の【図１７】を見て
ください。発電設備容量と最大需要電力量の推移を
１９３０年から示したものです。丸い点が最大需要電力
量（日本で一番たくさん電気を使ったときの量）で
す。これを見ると、過去どの時期においても、火力
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と水力だけで間に合っていたことがわかります。
１９９０年代中頃の一時期、わずかに足りないときがあ
りますが、このときでさえ自家発電所から融通して
もらえれば足りるのです。まして、この最大需要電
力量とは、真夏の数日の午後の数時間のことです。
困るというのなら工場の生産調整をすればすむ話で
しょう。もちろん、節電することは大事なことです。
しかし、原子力がないと停電するかもしれないなど
と心配することは何もないのです。
　この【写真１８】は、人工衛星から夜の地球を見た
ものです。日本がどこにあるかおわかりいただける
と思います。不夜城のように浮かび上がっているの
が日本です。こんな状況が本当に必要なのでしょう
か。こういう状況が豊かに生きることで、幸せなこ
となのでしょうか。こうした生活を考え直さなけれ
ばならない。そのためにも今原子力と向き合う必要
がある。不幸にして福島の事故が起きました。せめ
て今、私たちにできることはここから教訓をくみ取
ることではないでしょうか。私は原子力は即刻、全
廃すべきものだと考えています。

 

【質問】
　除染に意味があるのですか。がれき処理について
他の自治体は協力すべきなのでしょうか。

【小出】
　まず一つ目。除染に意味があるのかということで
すが、除染なんてできません。「除染」というと汚れ
を除くという意味で理解されているかと思います
が、汚れは消えません。汚れを移動させることがで
きるだけです。つまり「移染」ならできると思いま
す。
　私は事故以来ずっと除染、正確にいうと移染の重
要性を主張してきました。私が求めた除染＝移染と
は、子どもたちのいる場所の汚れだけは除かなけれ
ばいけないという意味です。子どもが過ごす場所、
つまり学校の校庭、幼稚園の園庭、地域の公園など
の土だけは絶対に除かなければならない。土の表面
５センチ分だけを取り除けば放射線の９割を取り除
くことができます。それだけはやってほしいと言い
続けています。
　ところがこういう問題があります。郡山市では学
校の土をはぎ取りました。そしてはぎ取った土を市
の処分場に捨てに行こうとしたら、処分場周辺の住
民が反対したのです。そのため土は校庭に逆戻りせ
ざるを得なくなりました。しかしそれでも、子ども
たちを守るためにやらなければならないことだと思
います。
　さきほど見ていただいたように、チェルノブイリ
では核のごみ捨て場をつくりました。日本でもどこ
かに核のごみ捨て場をつくらなければならないと考
えています。今、政府は双葉郡にそれを作りたいと
考えていますが、その前にやらなければならないこ
とがあります。今の汚染の正体は、もとは東京電力
の福島第一原子力発電所の原子炉の中にあったもの
です。東京電力のれっきとした所有物なのですから
東京電力にお返しするのが筋なのです。一番いいの
は福島原子力発電所の敷地内に返すことですが、今
はとてもそんな余裕はありません。それなら東京電
力の本社に返してはどうでしょう。まず会長室を放
射性物質のごみで埋め尽くす。次に社長室を埋め尽
くす。重役室を埋め尽くす。そうしてまず本社ビル
全体を埋め尽くすということをやるべきだと思いま
す。それでも足りないときはどうするか。東京電力
福島第二原子力発電所には広大な敷地があります。
これだけの被害を出したのだから最後まで責任をと
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らさなければならない。核のごみで福島第二原子力
発電所を埋め尽くすことをやらねばなりません。そ
れでも足りないという段階で、双葉郡に頭を下げて
お願いするしかないと思います。
　考えてください。全部が汚れているのです。田ん
ぼ、畑、道路、山、林すべてです。それらすべての
汚れを取り除くことなんて、できるはずがありませ
ん。政府は除染が進めば人びとが再び地域に戻れる
かのような幻想を与えていますが、とんでもないこ
とだと思います。政府がやるべきことは避難してい
る人たちに対して、もう戻れないことをきっちり説
明、お詫びし、彼らの生活を補償していくことだと
思います。

　がれきの問題は非常に難しい問題です。政府がや
ろうとしていることは、福島、宮城、岩手の膨大な
がれきを、全国各地の焼却施設で処理しろというこ
とです。焼けばたいへんな量の放射性物質である焼
却灰が発生することになりますが、各自治体がそれ
ぞれ処分するよう指示しています。これは、放射性
物質を取り扱うときの原則、隔離して閉じこめると
いう原則に決定的に反しています。そんなことは決
してやってはいけない。現在、東京都はそれを行い、
静岡県島田市が続こうとしています。政府は全国の
自治体へも受け入れるようお願いしていますが、絶
対やってはいけないことです。
　原子力研究の場にいたものとして、これからやら
なければならないと考えていることは何かという
と、とにかく子どもを被曝から守る、ということで
す。今子どもと言いましたが、このなかには、たと
えば京都の子どもたちも含まれます。大阪の子ども
も東京の子どもも含まれています。そしてもちろん
福島を中心とする被曝地の子どもたちも含まれてい

ます。この子どもたちも守らなければならない。子
どもたち全体の被曝をどうすれば減らせるかという
のが、わたしの一番の課題です。
　いま現在、膨大ながれきが放置されているために、
汚染地の子どもたちは被曝し続けているのです。私
は何より、それぞれの汚染地に専用の焼却施設をつ
くりそこで焼却することが原則だと考えています。
しかし政府は何もしようとしません。そういう状況
であるなら、全国の自治体で引き受けるしか仕方が
ないと思います。これについてはみなさんの中には
批判もあろうかと思います。
　しかし、各自治体が引き受ける際、私は次の２つ
の前提条件が必要だと考えています。１つは現有の
焼却施設で焼却してはいけない。これら焼却施設は
放射性物質を焼却することに何の配慮もされていな
い施設ですので、そんなところで焼却すれば大量の
放射能をばらまくことになります。したがって、放
射性物質を捕捉できるフィルターを設置することが
１つ目の条件です。
　２番目の条件は、焼却灰を東京電力に返すことで
す。現在はそれぞれの自治体が各自で処分すること
になっていますが、そんなことをしてはいけません。
これまで焼却灰はコンクリートの材料に使われてき
ました。先ほども見たように、福島第一原子力発電
所ではこれから石棺をつくらなければならないこと
になるでしょう。そのためには膨大なコンクリート
が必要となります。その焼却灰は、その材料に使用
することができると考えています。
　このふたつの条件がクリアできるのなら、各自治
体で受け入れてほしいというのが、私の考えです。
言い換えれば、この２つが充たされない限り引き受
けてはいけないのです。
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２０１１年度（平成２３年度）第２１回　２０１２年４月１０日
Ⅰ．各部会よりの文書報告の確認
【総務部会】
１．前回理事会（３月27日）要録と決定事項の確認
２．週間行事予定表の確認（増田副理事長）
【経営部会】
１．経営相談室（３月28日）状況
２．「保険医年金」営業員研修会出席状況
【医療安全対策部会】
１．第279回関西医事法研究会（３月24日）状況
【政策部会】
１．出版編集会議（３月22日）状況
２．第23回環境ハイキング「都の鬼門・比叡山麓の
自然・歴史探訪」（４月１日）状況

【保険部会】
１．小児科診療内容向上会（３月31日）状況
２.『社会保険診療提要』第１次編集作業（４月２日）

状況
３．京都府理学療法士会「診療報酬ならびに介護報

酬同時改定に関する学習会」（４月７日）状況
Ⅱ．確認・承認事項
【総務部会】
１．総務部会（４月３日）状況確認の件
２．2011年度２月分収支月計表報告状況確認の件
３．３月度会員増減状況確認の件
４．会員入退会及び異動（３月27日～４月10日）に
関する承認の件

【経営部会】
１．経営部会（４月３日）状況確認の件
【医療安全対策部会】
１．京都府医師会との懇談（３月26日）状況確認の

件
２．医療安全対策部会（４月３日）状況確認の件
【政策部会】
１．政策部会（４月３日）状況確認の件
２．京都保険医新聞（第2817号）合評の件
【保険部会】
１．保険部会（４月３日・６日）状況確認の件
Ⅲ．開催・出席確認事項
【総務部会】
１．ジャズを楽しむ会開催の件
【経営部会】
１．第一生命「保険医年金」営業員研修会講師派遣

の件
【政策部会】
１．医療制度改革に関する学習会講師派遣の件
２．第39回医療研究全国集会ｉｎ京都第３回現地実
行委員会出席の件

３．「許すな！消費税の大増税、税と社会保障の一体
改革に反対する4.22京都府民大集会」出席の件

Ⅳ．医療政策関連情勢
１．医療・社会保障をめぐるこの間の動き
Ⅴ．診療報酬関連情報
１．2012年２月度国保合同審査委員会（２月21日）
状況確認の件

２．厚労省疑義解釈（Ｑ＆Ａ）から抜粋しての説明
　　≪以上１８件の議事について承認≫

２０１１年度（平成２３年度）第２０回　２０１２年４月２４日
Ⅰ．各部会よりの文書報告の確認
【総務部会】
１．前回理事会（４月10日）要録と決定事項の確認
【経営部会】
１．傷害疾病保険審査会（４月17日）状況
２．金融共済委員会（４月18日）状況
３．「保険医年金」営業員研修会出席状況
４．保団連経税担当事務局小委員会（４月７日）状

況
５．税務記帳講習会開催（４月12日）状況
６．雇用管理相談室（４月12日）状況
【医療安全対策部会】
１．医療機関側との懇談（４月17日）状況
２．法律相談室（４月19日）状況
３．医療事故案件調査委員会（４月20日）状況
４．医師賠償責任保険処理室会（４月23日）状況
【政策部会】
１．医療制度改革に関する学習会講師派遣（４月13

日）状況
【保険部会】
１．第17回在宅医療合同勉強会（３月31日）状況
２．『社会保険診療提要』第２次編集作業（４月10

日）状況
３．保団連『新点数Ｑ＆Ａ』編集作業（４月11～14

日）状況
４．保団連『新点数Ｑ＆Ａ』編集会議（４月15日）

状況
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５．眼科診療内容向上会（４月21日）状況
Ⅱ．確認・承認事項
【総務部会】
１． 2011年度第12回正副理事長会議（４月12日）状
況確認の件

２．韓国保険医団体連合会政策責任者・禹 錫 均（ウ・
ソクギュン）医師との懇談会（４月23日）状況
確認の件

３．事務局休務の件
４．コミュニケーション委員会（４月７日）状況確

認の件
５．会員入退会及び異動（４月10日～４月24日）に
関する承認の件

【経営部会】
１．保団連経税部会（４月８日）状況確認の件
【政策部会】
１．環境対策委員会（４月13日）状況確認の件
２．出版編集会議（４月19日）状況確認の件
３．市民公開講座「隠された被曝労働－日本の原発

労働者」（４月14日）状況確認の件
４．京都保険医新聞（第2818号）合評の件
Ⅲ．開催・出席確認事項
【総務部会】
１．５月中の会合等諸行事及び出席者確認の件
２．各部会開催の件
３．保団連12～13年度第１回全国事務局長会議への
出席の件

４．協会事務局福利厚生に係る職員旅行実施の件
【経営部会】
１．保険医年金受託生保への表敬訪問の件
【医療安全対策部会】
１．医療機関側との懇談開催の件
【政策部会】
１．保険医新聞「相楽」座談会開催の件
【保険部会】
１．第644回社会保険研究会開催の件 
Ⅳ．医療政策関連情勢
１．医療・社会保障をめぐるこの間の動き
Ⅴ．診療報酬関連情報
１．保険審査通信検討委員会（４月６日）状況確認

の件
２．管理栄養士配置義務化並びに栄養管理体制基準

見直し要請書提出の件
３．中医協総会（４月11日）状況報告の件
Ⅵ．要討議事項

【総務部会】
１．会員入会資格に関わる取り扱い内規について（継

続討議案件）
２．準会員制の導入について
３．法人会員制の導入について

≪以上、２５件の議事のうち２２件を承認、３件を
継続審議≫

２０１１年度（平成２３年度）第２３回　２０１２年５月８日
Ⅰ．各部会よりの文書報告の確認
【総務部会】
１．前回理事会（４月24日）要録と決定事項の確認
２．週間行事予定表の確認
３．文化ハイキング―平家物語ゆかりの史跡を巡る
（４月22日）状況

【経営部会】
１．保団連近畿ブロック経税担当事務局会議（４月

20日）状況
２．保険医年金募集に伴う表敬訪問状況
【医療安全対策部会】
１．医療安全対策部会学習会（４月19日）状況
２．医療機関側との懇談（４月26日）状況
【政策部会】
１．保団連近畿ブロック本会議（４月21日）状況
２．「許すな！消費税の大増税、税と社会保障の一体

改革に反対する4.22京都府民大集会」（４月22
日）状況

３．保団連第１回公害環境対策部会（４月21日）状
況

４．保団連原発問題学習交流会（４月22日）状況
５．保険医新聞「相楽」座談会（４月27日）状況
【保険部会】
１．京都市生活保護医療個別指導立ち会い（４月11

日）状況
２．保険講習会Ａ（４月19日）状況
３．保団連第２次医科新点数検討会（４月22日）状

況
Ⅱ．確認・承認事項
【総務部会】
１．未入会開業会員訪問（４月18日）状況確認の件
２．事務局内の新規パソコンリース開始の件
３．会費免除申請の件
４．会員入退会及び異動（４月24日～５月８日）に

関する承認の件
【政策部会】
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１．保団連2012－2013年度第３回理事会（４月15日）
状況確認の件

２．メディペーパー京都第154号・京都保険医新聞
（第2820号）合評の件

Ⅲ．開催・出席確認事項
【総務部会】
１．2012年度理事会等スケジュール（案）確認の件
２．全国会長・理事長会議（臨時）出席の件
３．2012～13年度第１回保団連代議員会出席の件
【政策部会】
１．介護保険改革に関する学習会講師派遣の件
２．ミシェル・フェルネクス氏との懇談会開催の件
３．福島からの避難者とミシェル・フェルネクス氏

との対談開催の件
Ⅳ．医療政策関連情勢
１．医療・社会保障をめぐるこの間の動き
Ⅴ．診療報酬関連情報
１．2012年３月度国保合同審査委員会（2012年３月
23日）状況

２．中医協総会（４月25日）状況報告の件
Ⅵ．要討議事項

【経営部会】
１．消費税増税の中止と医療への「ゼロ税率」適用

を求める会員要請署名実施の件
Ⅶ．その他
１．「溝部訴訟」について
　　≪以上１７件の議事について承認≫
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6月の相談室
担当＝坂本建築士６月１３日（水）午後２時～医院・住宅

新（改）築

担当＝本宮社会保険労務士６月１４日（木）午後２時～雇 用 管 理
担当＝三井生命ＦＣ
　　　（ファイナンシャルコンサルタント）６月２１日（木）午後１時～ファイナンシャル
担当＝莇弁護士６月２１日（木）午後２時～法 律
担当＝藤田税理士６月２７日（水）午後２時～経 営

開催日の２日前までに保険医協会事務局へお申込み下さい。３０分間無料です。

６月のレセプト受取・締切

11日月
労
災

10日日9日土8日金
基金
国保

◎◎○○

※○は受付窓口設置日、 ◎は締切日。
　　受付時間：基金　午前９時～午後５時３０分
　　　　　　　国保　午前８時３０分～午後５時１５分
　　　　　　　労災　午前９時～午後５時
※労災については、 ４月より締切を原則、１０日としていま
すが、 ２０１２年９月までにおいては、 経過措置期間として
従来通り１２日まで受け付けます。 
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各行事のお申込は、京都府保険医協会事務局（緯075  崖  212  崖  8877）まで。

講　師　二宮 厚美氏（神戸大学名誉教授）

日　時　6月9日（土）　午後２時～４時
※講演会終了後、総会を開催します。

会　場　登録会館ホール（京都市中京区烏丸通御池上ル）
　　　　　地下鉄烏丸線・東西線・烏丸御池駅　１番出口徒歩１分

要申込・入場無料（カンパによるご支援をお願いします）

主　催　９条の会アピールを支持する京都医療人の会
　　　　〒６０４-８１６２　京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル七観音町６３７
　　　　第４１長栄カーニープレイス四条烏丸６F　京都府保険医協会気付

ジャズジ ャ ズ をを 楽しむ会楽しむ会

押小路通押小路通

姉小路通姉小路通

御池通御池通 烏
丸
通

烏
丸
通

地
下
鉄
烏
丸
線

地
下
鉄
烏
丸
線

地
下
鉄
烏
丸
線

地下鉄東西線地下鉄東西線地下鉄東西線

橋下・維新の会の本質を考えよう
～ 護憲の立場から  ～

九条の会アピールを支持する京都医療人の九条の会アピールを支持する京都医療人の会会
市民公開講演市民公開講演会会

　日　時　6月16日（土）　午後６時～８時 （開場：午後５時３０分）
　場　所　「ル・クラブ・ジャズ」
　　　　　 （中京区三条御幸町西北角ありもとビル２階　緯０７５崖２１１崖５８００）

　演　奏　ビブラホーンの魅力
　　　　　斉藤歌奈（vib）カルテット
　参加費　５,０００円（フリードリンク・軽食付）

　定　員　要申込、先着40人

※終了後セッションタイムあり　（８時以降セッションタイムの飲食代は各自負担）
　楽器を演奏される方はご持参下さい。
※駐車スペースはありませんので、公共交通機関をご利用下さい。
※ご家族・従業員の方の参加も歓迎いたします。お誘い合わせの上どうぞ。

ビブラホーンの
魅

ビブラホーンの
魅力力
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内　容　テーマ「『栄養管理体制』実施に係る学習会」
　　　　　　　  ①解説「施設基準による『栄養管理体制』実施方法」

　　　　　　　  ②講義「管理栄養士の業務内容と栄養管理の実際」

日　時　6月30日（土）　午後３時～５時
場　所　京都府保険医協会　ルームＡ
　　　　（京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル カーニープレイス四条烏丸６階）
対　象　２００床未満の病院、有床診療所
定　員　５０名（会場の都合により、各医療機関１名での参加にご
　　　　協力下さい。定員になり次第、受付締め切り）

参　加　 要申込（参加費１,０００円、資料代、講師料分担として）
　※ご連絡いただければ、申込用紙をFAX致します（緯075-212-8877）（担当：保険部会　花山）。 

中小規模病院・有床診療所向け

「『栄養管理体制』実施に係る学習会」
開催のお知らせ

御池通

四条通

六角通

三条通

蛸薬師通

烏
丸
通

烏
丸
通

烏
丸
通

新規開業医向け      「保険講習会Ａ」  のご案内

日　時　6月21日（木）　午後２時～４時
場　所　京都府保険医協会　ルームＡ（上地図参照）
内　容　①保険診療の基礎知識　 ②レセプト審査
　＊資料準備の都合上、前日までにお電話にてお申し込み下さい。（保険部会 緯075-212-8877）
　＊保険講習会Ｂは指導対策です。

　新規開業前後の医師、従業員、新しく医院に勤められた方などを対象に、保険診療の基礎知識とレセ
プト審査についてわかりやすく解説します。新規開業前後に関わらず、興味のある方は、遠慮なくご参
加ください。

　今回の改定では、有床診療所も含めて、入院料の算定にあたって、新たに「栄養管理体制」の構築とそ
の実施が義務付けられました。これまでから「加算」として算定した医療機関であれば問題なく要件をク
リアされると思いますが、今回初めて「栄養管理体制」の実施に直面された医療機関も少なくありません。
　そこで、京都府保険医協会では、「『栄養管理体制』実施に係る学習会」を企画しました。施設基準の記
述に準拠した実際に行うべき内容と手順を明らかにするとともに、すでに実際の栄養管理に携わってお
られる管理栄養士を迎え、管理栄養士の仕事内容と栄養管理の実際についてレクチャーを受ける内容と
なっています。奮ってご参加下さいますよう、ご案内申し上げます。
　なお、参加にあたっては、所定の申込用紙でお申し込み下さい。対象医療機関にお送りするダイレクト
メールにも申込用紙を封入しますが、ご一報いただければ、こちらから申込用紙をFAXさせていただきます。

中小規模病院並びに有床診療所のみなさま
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『針刺し事故等補償プラ ン』
 のご案内
　会員や看護師等の医療従事者が医療関係の
業務に従事中（実習中を含む）に生じた偶然
な血液暴露事故により、ＨＩＶ・ＨＣＶに感
染、ＨＢＶに感染・発症・治療を受けられた
場合に、保険金をお支払いします。

５月２１日発送のメディパックにて、
案内パンフレットをお届けしました。
ぜひこの機会に、加入をご検討ください。

団体傷害総合保険・
損保ジャパン取扱い（ ）

保険医年金保険医年金
加入申込
期　　間

予定利率

6月20日（水）まで

1.259％ 
※2012年９月１日付加入です

月　払（満74歳以下の会員）

一時払（満79歳以下の会員で月払に加入している方）

1口 1万円　30口限度（30万円）

1口 50万円　毎回40口（2,000万円）

現在ご加入の年金を一部あるいは全部解約し、新たに加入申込み
される場合は6月11日（月）までに解約書類を保険医協会事務
局までご提出下さい。保険医年金に関するお問い合わせ・資料請
求は、京都府保険医協会・経営部会まで。

ご注意　
下さい！

お知らせ 2012年５月１日付で、下記の通り
シェア変更を行いました。
予定利率も1.259％にアップ！
普及活動も下記７社体制で行って
います。
ぜひ加入をご検討下さい。

（2012年５月１日現在）

 ◎ 普及担当の生保営業員がご説明に伺った際には、ご面談下さいますよ
うお願いいたします。 

　電話・訪問等が重なる場合がございますが、ご容赦下さい。

新
引
受
割
合

三井生命保険株式会社（幹事） 27.69％
明治安田生命保険相互会社 32.91％
富国生命保険相互会社 17.90％
ソニー生命保険株式会社 1.00％
日本生命保険相互会社 12.50％
太陽生命保険株式会社 6.00％
第一生命保険株式会社 2.00％

※ 手数料との関係で現在の利率が続くと仮定して、新たにご加入される月払
については 4 年以上、一時払で 2 年以上の長期にわたって積立されること
をお勧めします。詳しくは、５ 月21日発送のメディパックにて送付の年
金パンフレットをご覧下さい。

ただいま加入申込受付中！
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①医療、福祉の現状をふまえ社会のありかたを考える
　―東日本大震災から学ぶ― 
②保健予防活動を住民とともに
③看護ケアの質―専門性を高める― 
④外来と在宅をつなぐケア 
⑤ともに育ちあう職場づくり―看護の喜びを伝えたい―
⑥医療政策と看護労働
⑦障がい児（者）の権利と心に寄り添う医療・福祉 

⑧精神医療・保健・福祉の改善を目指して
⑨リハビリテーション―保健・医療・福祉の連携― 
⑩患者のための臨床検査 
⑪患者給食の改善―治療食としての充実めざして― 
⑫職場の安全衛生と環境改善 
⑬介護労働 
⑭医療機関の放射線室業務について考える
⑮薬と社会

①福島第１原発と医療　　　　　　講師　松井　英介 氏（岐阜環境医学研究所所長）
②ＴＰＰと医療　　　　　　　　　講師　高山　一夫 氏（京都橘大学准教授）
③貧困と医療　　　　　　　　　　講師　垣田さち子 氏（京都府保険医協会副理事長）

２日目 分科会一覧

２日目 市民講座一覧
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